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序 文 

 

国際協力機構は、ネパール政府の技術協力の要請を受け、村落振興・森林保全計

画フェーズ２を平成 11 年 7 月 16 日より 5 年間の計画で実施してきました。  

 当機構は、同計画の協力実績の把握や協力効果の測定を行うとともに、日本及び

ネパール両国がとるべき措置を両国政府に勧告することを目的として、平成 16 年 1

月 12 日から 2 月 1 日まで、国際協力機構森林・自然環境協力部森林環境協力課長 宍

戸健一を団長とする終了時評価調査団を現地に派遣しました。調査団は、現地調査

を実施し、ネパール政府関係者と共同で本計画の評価を行い、成果の確認を行いま

した。そして、帰国後の国内作業を経て、調査結果を本報告書に取りまとめました。  

この報告書が今後の協力のさらなる発展のための指針となるとともに、本計画に

より達成された成果がネパールの発展に資することを期待いたします。  

終わりにプロジェクトの実施にご協力とご支援をいただいた両国の関係者の皆

様に、心から感謝の意を表します。  

 

平成 16 年 6 月  

 

独立行政法人 国際協力機構  

理事 北原 悦男  



現地調査写真集

プロジェクト事務所 パルバット郡土壌保全事務所（ＤＳＣＯ）
（カスキ郡土壌保全事務所に隣接している）

良く管理された供与車輌 カスキＤＳＣＯ所長によるプロジェクトの
（供与はフェーズ１に実施） 活動状況のプレゼンテーション

ネパール側評価団員の２名 パルバットDSCO所長へのインタビュー
（向かって左が　Mr.G.P.KANDEL、
右が　Mr.C.P.GURAGAIN）

i



モチベーターへのインタビュー          MDスタッフ（社会・ジェンダー）へのインタビュー

WCCへのインタビュー カスキ郡DSCOスタッフへのインタビュー

合同評価団内での討議状況 ミニッツ署名の様子

ii



サブプロジェクトの実施状況 （写真はプロジェクトの提供による）

飲料水供給サブプロジェクトの作業実施状況（Sarunkhola）

歩道整備（Saraukhola) 飲料水貯留タンク(Beulibas)

土留め、浸食防止(Thanamaula)

iii



各種活動の状況 （写真はプロジェクトからの提供による）

WCCメンバーによる「スパイダー・ウェブ手法」を用いた自己評価ワークショップの様子

スタディ・ツアーによる参加型学習の様子 プロジェクト事務所のディスプレイ
（調査団撮影）
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 プロジェクト対象地域位置図 
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主要略語・用語一覧表 

（１）本プロジェクトに係る主要略語 

CDFWCPII  Community Development and Forest/Watershed Conservation Project Phase II 
  村落振興・森林保全計画フェーズ２ 

CDO  Chief District Officer 
  内務省郡長（郡関係行政機関中最高位の公務員） 

DDC  District Development Committee 
  郡開発委員会 

DFO  District Forest Office/Officer 
  郡森林事務所／所長 

DSCO District Soil Conservation Office/Officer 
  郡土壌保全事務所／所長 

DSCWM Department of Soil Conservation and Watershed Management 
  土壌保全流域管理局 

HMG  His Majesty's Government, Nepal 
  ネパール王国政府 

JICA  Japan International Cooperation Agency 
  国際協力機構 

MFSC Ministry of Forests and Soil Conservation 
  森林土壌保全省 

NPC  National Planning Commission 
  国家計画委員会 

PRA  Participatory Rural Appraisal 
住民参加型評価 

Tole  トール（ネパール語：自然の小集落単位） 

 

LDO  Local Development Officer 
  地域開発省地域開発官（DDC にて勤務） 

VDC  Village Development Committee 
  村開発委員会 

Ward  ワード（集落：最小地方自治単位） 

 

WRFD Western Regional Forest Directorate 
  西部開発地域森林局 

 

（２）本プロジェクトにおける造語及び特別に定義された用語、及びその略語 

(1) Community Resources：村落資源 

村落資源とは、 

• 森林、土地、水などの自然資源 



x 

• 農地、家畜、村落インフラなど人為的な資源 

• 及び村落住民としての人的資源 

等、村落に存在し活用可能な全ての資源を意味する。 

 

(2) Community Resource Workshop (CRW)：村落資源ワークショップ 

プロジェクト活動開始段階において、集落ごとに行われる村落資源に係る住民集会。ここにおいて

CBWMP の概要が定められるとともに、WCC の選出などが行われる。 

 

(3) Community Based Watershed Management Prospect (CBWMP)：流域管理見通し 

CBWMP は、VDC 及び Ward レベルの流域管理のための見通しであり、村落資源についての現状の把

握と将来の望ましい村落資源のあり方により構成される。 

 

(4) Community Resource Management Plan (CRMP)：村落資源管理計画 

CRMP は Ward 単位の CBWMP に基づき，村落資源管理に係る中期（原則として向こう 3 年間）的

に達成すべき具体的活動を掲げるものである。 

 

(5) Annual Action Plan (AAP)：年間活動計画 

AAP は、CRMP に基づく単年の活動計画である。なお、個々の集落のプロジェクト活動における「年」

は、暦年でも会計年度でもなく AAP によって定められる。 

 

(6) Ward Conservation Committee (WCC)：集落（Ward）保全委員会 

WCC は、Ward 単位に設けられる、Ward 委員を中核とする住民組織であり、Ward におけるプロ

ジェクトに関係する全ての活動を統括する。 

 

(7) Users’ Group (UG)：ユーザーグループ 

ユーザーグループは、AAP に基づくサブ･プロジェクトの実施のための住民グループであり、WCC
の下に形成される。 

（注）ネパール政府が「住民林業」政策のもと、国有林の管理を委譲する Forest Users Group とは異

なる。 

 

(8) Sub-project（SP）：サブ･プロジェクト 

サブ･プロジェクトは、CRMP 及び AAP に基づきプロジェクトが支援し、WCC の下でユーザーグ

ループが実施する各種の事業である。 

 
(9) Participatory Approach ：住民参加型アプローチ 

住民参加型アプローチとは、村落住民が持続的な村落資源管理を自らの問題とし、自らの知識、能力、

労働力、地元の資材や資金を活用しつつ、主体的に取り組むことを可能とするプロジェクトアプロー

チである。 

 

(10) Empowerment：エンパワーメント 
エンパワーメントとは、住民の村落資源管理への主体的な取り組みを助長するために、住民の各般に
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わたる能力向上を図ることである。 

 

(11) Project Headquarters (Project H.Q.) ：プロジェクト本部 

プロジェクト本部はポカラに設置され、DSCO 及び JICA 専門家によって構成され、プロジェクトの

運営及び M/P チームに対する総合的な支援を行う。 

 

(12) Mid-level Technician（MLT）：中堅技術者 

DSCO の中堅技術者は、対象村落それぞれに配置され、現場における全てのプロジェクト活動のモニ

ター及び推進を行う。 

 

(13) Motivator：モチベーター 

対象村落ごとに住民から 2 名ずつのモチベーターが DSCO に臨時雇用され、中堅技術者とともに活

動する。モチベーターの主な役割は、住民に対して各種活動のファシリテーションを行うことである。 

 

(14) Multi-disciplinary Team (MD Team)：MD チーム 

MD チームはポカラ及びクスマに置かれ、それぞれカスキ郡及びパルバット郡の中堅技術者に対して

多分野にわたる支援を行う。MD チームは、2 つの Field-based Team と 2 つの Office-based Team に分

けられる。Field-based Team は，DSCO 雇用（中堅技術者又は臨時雇用）の Forest Assistant と Woman's 

Motivator から構成され，主として現場支援活動を行う。Office-based Team は、JICA 雇用の Field 

Coordinator、Engineer 及び POWER Coordinator により構成され、主として後方支援活動を行う。 

 

 

(15) Consideration on Gender and Equity ：ジェンダー及び社会的公正に係る配慮 

社会・ジェンダー配慮は、貧困層、職業カースト及び女性といった社会的・文化的に非優遇的な取り

扱いを受けている住民が、村落資源管理に主体的に参加することができるよう、プロジェクト活動全

般において配慮を行うことである。 

 

(16) POWER Program ：POWER プログラム 

Poor people, Occupational caste and Women’s Empowerment for Resource management Program 
POWER プログラムは，非優遇的な取り扱いを受けている住民が主体的に村落資源管理に参加でき

るよう，これらの住民に対して行う能力向上のため、CDFWCPⅡが実施するプログラムである。 
 
(17) POWER/ALC：POWER 成人識字教室 

POWER 成人識字教室は，POWER プログラムの対象者に対して行う成人識字教室であるが、単な

る識字教室ではなく、受講者の村落資源管理への参画を支援するための一環として位置付けられるも

のであり、プロジェクト独自の内容・教材を含む。 

   
(18) Spider Web Model：スパイダー・ウェブ・モデル 

住民が自らの村落の自立状況を評価するための自己診断ツール。５項目４段階による自己採点方法を

５角形のダイヤグラムで表示することにより、WCC の活動状況、バランス（強み、弱み）が分かり

易い。2003 年後半から、この手法を用いた自己評価ワークショップが順次行われている。 



 
評価調査結果要約表 

Ⅰ．案件の概要 
国名：ネパール王国 案件名：村落振興・森林保全計画フェーズⅡ 
分野：技術普及 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：森林・自然環境協力部森林環境協力課 協力金額（評価時点）：約6.6億円 

先方関係機関：森林土壌保全省土壌保全流域管理局 協力期間 （R/D）：1999.7.16～2003.7.15 

 日本側協力機関：農林水産省林野庁 
他の関連協力： プロジェクト方式技術協力「林業普及計画」1991～1994 

開発調査「西部山間部総合流域管理計画調査」1995～1998 
        プロジェクト方式技術協力「村落振興・森林保全計画」1994～1999 
        青年海外協力隊チーム派遣「緑の推進協力プロジェクト」1994～1999 
１． 協力の背景と概要 
ネパール中山間部では、人口増加圧力による林地から農地への転用などの人為的、また豪雨による土壌流出な

どの自然的要因により、森林面積の減少と森林資源の劣化が進んでいる。これらの状況を改善すべく、ネパール

政府は1989年に「森林セクター・マスタープラン1989-2010」を策定し、その主要６プログラムのうちの「土壌

保全・流域管理プログラム」への協力を日本政府に要請してきた。これを受け、我が国は上記の４事業をパッケ

ージ協力として実施してきた。 
本プロジェクトは 1999 年７月に開始されたが、2000 年 3 月のマオイストによる襲撃事件のため、協力体制の

大幅な変更を余儀なくされ、2000年8月24日に修正・署名されたR/Dに基づき再開された経緯がある。 
２． 協力内容 
（１）上位目標 
住民男女による村落資源の適正な管理を通じて、ネパール山間地域における貧困を緩和し自然環境を改善する。 
（２）プロジェクト目標 
ネパールの山間地域に適用可能な、住民による企画、実行、モニタリングおよび評価への積極的な参加を伴う、

公正で持続的な住民参加型村落資源管理モデルを開発する。 
（３）成果 
１）カスキ郡およびパルバット郡のプロジェクト対象村落において、 

1-a）対象地域の住民が、自分たちの組織を作り、運営する能力を持つ。 
1-b) 対象地域の住民が、村落資源を持続的に管理、計画、実施、評価することが可能となる。 
1-c) プロジェクトのモデル全体に社会・ジェンダー配慮の視点を反映させる。 

２）カウンターパートに、 
2-a）村落レベルの流域管理見通しを作成する能力が移転される。 
2-b) 丘陵地帯での参加型村落資源管理プロジェクトの実施能力が強化される。 

（４）投入（評価時点） 
日本側：  長期専門家  延14名   C/P研修 延27名   ローカルコスト負担 1億6,621万円 

短期専門家  延12名   機材供与   3,485万円 

ネパール側：C/P配置   延45名   ローカルコスト負担 3,933万NRs（約5,900万円：1.5円／NRs） 
      土壌保全流域管理局（DSCWM）連絡事務所(カトマンドゥ)の提供、カスキ郡・パルバット郡土壌

保全事務所（DSCO）用地提供あり        
Ⅱ．評価調査団の概要 
調査者 （担当分野）     （氏名）     （所属） 

団長・総括      宍戸 健一  国際協力機構 森林・自然環境協力部森林環境協力課 課長 
森林保全／流域管理  堂薗 理一郎 農林水産省 林野庁森林整備部計画課 係長 
村落開発       西村 美彦  名古屋大学大学院国際開発研究科 教授 
社会／ジェンダー   梅村 尚美   元JICAネパール派遣専門家 

計画評価       山田 暁   国際協力機構 森林・自然環境協力部森林環境協力課 職員 
評価分析       寺川 幸士  （株）三祐コンサルタンツ 海外事業本部技術部 

調査期間 2004年１月１２日～2004年２月１日 評価種類：終了時評価 
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Ⅲ．評価結果の概要 
１．評価結果の要約 
（１）妥当性 

DSCWMは、かねてより流域管理に資する村落資源管理モデルの確立を目指しており、本プロジェクトはその

達成の重要な柱とされるなど、実施機関における妥当性は非常に高い。同時に我が国の対ネパール援助の基本方

針とも整合している。さらに、上位目標は貧困の緩和にあり、「住民参加による適切な自然資源管理を通しての経

済成長」を謳うネパール政府の長期発展戦略（1997-2017）および貧困削減戦略ペーパー（2002-2007）に合致し

ている。また、山間部住民のニーズにあった様々なサブプロジェクトを実施している。 
プロジェクト対象の 10 村落開発委員会（VDC）において 88 集落保全委員会（WCC）が設立され、住民対話

を通じたプロジェクト運営が実現している。DSCWM は、本プロジェクトの複製事業を独自に３VDC で開始し

ており、またより広範囲に事業展開していくためにもモデルの完成度を一層高めたいと考えており、プロジェク

トの妥当性は高い。 
 
（２）有効性 
プロジェクトの終了にあたり、成果の「対象地域の住民（２郡、１０カ村、８８集落）および土壌保全事務所

カウンターパートの能力が向上する」については、プロジェクト以前の状態に比較してある程度の達成が見られ

る。具体的には以下のとおりである。 
・多くの集落において女性の識字能力が向上し、集会の席で発言が出来るようになるなどの変化が見られた。 
・WCCの結成を通じて、住民自らによる村落振興と自然資源管理およびAAP（年間行動計画）の策定、3年間

に亘るサブプロジェクトの実施などが達成された。 
上記の成果を通じて、プロジェクト目標である参加型村落資源管理モデルのネパール山間地での適用可能性が

顕らかになりつつある。 
しかしながら、カウンターパート（DSCO 正職員、DSCO 中堅技術者、DSCO モチベーター（注：対象村落

より雇用））自身が WCC や住民をファシリテートしてゆく能力は充分に強化されているとは言えず、サブプロ

ジェクトについても生活インフラの整備に比して自然資源（森林保全）や社会・ジェンダー分野での実施はやや

遅れているケースが見られる。その理由としては、2000年3月から8月まで対象地域の安全性確認と新体制構築

のために活動が一時停止したこと、その中で 88 の WCC 組織化と運営指導に関わる業務量は日本側・ネパール側

双方にとって量的に過重であったこと、またPDMその他の書類における論理展開や語義の不明確な面があり、関

係者の理解が充分に共有されていなかったこと等が考えられる。 
 
（３）効率性 

 日本側からの投入は、おおむね計画どおりに実施され、供与機材は適切な管理が維持されている。またローカ

ルコスト支出についても、適正に執行されている。また、ネパール側の投入も財政難ではあるが、ほぼ計画通り

に実施されており、カウンターパートの人事異動なども特に阻害要因にはなっていない。 
しかしながら、カウンターパートの本邦研修の内容についての見直しや、研修後の情報共有などを目的とした

フォローアップ体制の構築などに考慮が必要であるという指摘が、関係者へのアンケートでも散見された。 
 
（４）インパクト（予測） 
 上位目標の「貧困緩和・自然環境改善」は時間を要し、幅広い様々な対策を必要とするものである。本プロジ

ェクト目標である森林保全にかならずしも直接関連しないサブプロジェクトが実施されているものの、実施され

た事業は住民の切実なニーズに応えるものであり、村民の識字能力の向上など、広い意味での貧困緩和に貢献す

ると予測される。 
また、DSCWMによる複製事業の開始や、数多くのプロジェクト訪問者・マスメディアによる報道などの広報

活動により、本件を森林分野に留まらず広い範囲に知らしめたという点は特筆に価する。 
 
（５）自立発展性（見込み） 
 プロジェクト活動や各種研修を通じて、カウンターパートやWCCの能力・知識は限定的な範囲であるものの向
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上しており、ある程度の自立発展性が期待できる。 
 また、森林土壌保全（MFSC）省は慢性的な予算不足であるが、2KR見返り資金の導入など実行予算の開拓を行

い、予算確保についても進展が見られた。今後、プロジェクトで開発した参加型村落資源管理モデルの有効性が

明らかになっていくに従い、森林省予算の確保の途も拡大していくことが見込まれる。 
 
２． 効果発現に貢献した要因 
（１）計画内容に関すること 
・ネパール政府の政策との一致 
中山間部の住民による森林・土壌の保全や地方分権の進展など、ネパール政府の進める政策に一致しており、

DSCWM のみならず、VDCレベルでの事業実施という将来の持続性を確保するためにも、WCC という単位の活

用が有用であると思われる。 
 
（２）実施プロセスに関すること 
1)Operational Guidelineの充実 
本プロジェクトでは、支援実施の透明性確保、行政サービスの迅速化、社会・ジェンダー配慮の主流化などを

明文化したOperational Guideline（OG）の改定を重ねており、このOGの充実は住民自らが事業を実施する上

での指針となっている。同時に、サブプロジェクトの採択や運営手順がOGによって明確化されたことにより、透

明性が確保され、「公正なプロジェクトである」という点で評価が一致している。 
2)住民自己評価ツールの開発 
住民自らがWCCの自立度合を自己評価できる「スパイダーウェブ」がプロジェクトで提案され、2003年後半に

調査が実施された。この自己評価ツールの導入と、自己評価の実施が住民の判断力や組織運営能力の醸成を促す

などの面に貢献した。 
3)カウンターパートの努力と良好なチームワーク 
プロジェクト期間を通じて、カウンターパートへの技術向上に関するOJTとともに、彼等の主体性や自主性が

育成され、日本人専門家や JICA 雇用スタッフが現場に入れないという悪条件下においても、効率的に活動が実

施された。 
 日本人専門家も英語を解さないプロジェクト関係者とのコミュニケーションを図るため、ネパール語を習得す

るなど、良好な関係を樹立する努力が見られた。 
 
３．問題点および問題を引き起こした要因 
（１）自然資源管理分野での技術移転の遅れ 
フェーズ２においては、後述する治安状況の悪化やそれに伴う緑の推進協力プロジェクト（協力隊員）部分の

撤退により、事業規模を縮小したにも関わらず、専門家は400以上のサブプロジェクトを実施するために忙殺さ

れ、自然資源管理分野の技術移転が充分に実施できなかったと思料される。プロジェクトの残り期間で、「村落流

域管理見通し（CBWMP）」や「村落資源管理計画（CRMP）」の見直しを行うことで、カウンターパートの自然

資源管理分野の技術力を強化することが期待される。 
 
（２）対象地域の治安状況による行動制限 
 2000 年 3 月のモウジャ村プロジェクト現場事務所の襲撃事件を契機に、プロジェクトの実施体制が大きく見

直され、約１年の遅れをもってプロジェクトは再開された。また再開後も、治安上の理由から日本人専門家およ

び JICA 雇用のネパール人スタッフの行動は制限され、現在でもプロジェクト対象村落への移動は不可能なまま

である。 
 この結果、住民やネパール側のプロジェクトに対するオーナーシップの醸成が進むなどの副産物も生み出して

いるが、現場を実際に目の当たりにして、日本人専門家が直接カウンターパートに対して OJT が出来なかった

こと等が、WCC やカウンターパートの自然資源管理に関する技術移転が遅れたことのもうひとつの要因と思量さ

れる。 
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４．結論 
 本プロジェクトは治安悪化による活動の一時停止にも関わらず、投入はおおむね計画通りに実施され、プロジ

ェクト目標はある程度の達成が見られ、ネパール政府の政策との一致も認められた。またプロジェクト活動を通

じ、住民やカウンターパートの能力は限定的ではあるが向上しており、上位目標である貧困緩和への貢献も期待

できる。 
しかしながら、自然資源管理と社会・ジェンダー配慮分野の一部の活動に関しては、その達成が遅れ気味であ

る。その理由として、プロジェクトの中断や自然資源管理及び社会配慮分野のコンセプトの曖昧さにより、当該

分野の技術移転が充分行われなかったことが考えられる。 
 
５．提言 
（１）2004年7月15日のプロジェクト終了までに強化すべきこと。 
・ CBWMPおよびCRMPの見直し作業支援を通じて、DSCO職員の自然資源管理分野の技術力強化を図る。 
・ WCCに対しては研修を通じて、特にマネージメントに関する能力強化を図る。 
・ 社会・ジェンダー配慮の視点からOGの改訂を行うとともに、当該分野の活動をレビューする。 
・ プロジェクト最終報告書の作成にあたっては、プロジェクトの実施プロセスと知見を踏まえ、モデルの完成

と、今後に向けた改善策を明らかにすること。 
・ 関係機関や他ドナーに向けて情報共有化を図ること。 
 
（２）プロジェクト終了後の期間 
プロジェクト期間中に開発された参加型村落資源管理モデルをより強化するため、日本・ネパール双方が概ね

１年間のフォローアップ期間を設けるよう提言する。フォローアップ期間中には、以下の活動が含まれる。 
・ 関係機関及びドナーに対し、会合等により知見の共有を図り、参加型村落資源管理モデルのコンセプトを周

知させる。 

・ 自然資源管理及び社会・ジェンダー配慮に関するDSCO職員の能力を、トレーニング等により強化する。 

・ 将来の普及に向け、自然資源管理及び社会・ジェンダー主流化を踏まえたガイドラインを改訂する。 

・ モデル村落に対し、改訂ガイドラインを踏まえたCBWMP及びCRMPの見直しのための人材育成を図る。 

・ DSCWMによる他地域への参加型村落資源管理モデルの複製活動に関して助言・指導する。 

 
（３）その他 
特にネパール政府には以下の配慮が求められる。 

・ ネパール政府は関係者の安全を確保すること。 

・ ネパール政府はJICAと協力し、モデルの他地域へ適応に向けて努力すること。 

・ ネパール政府は協力の完全な終了後もモデルの有効性を検証するために、少なくとも3 年毎に対象地域のモ

ニタリングを行うこと。 

 
６．教訓 
（１）住民参加型自然資源管理のプロジェクトでは、住民参加により自然資源管理計画や事業計画を策定する以

前にC/Pや地域住民に対して十分な研修を行うことが望ましい。 
（２）上位目標がより広範な地域に普及していく計画であれば、プロジェクト期間中においても対象地域全体の

現状及び他のプロジェクトの状況を十分に踏まえて、他ドナー等との意見交換を通じ、「モデル」の完成度

を上げることが望ましい。 
（３）上位目標設定に当たっては、プロジェクト目標の達成度からその貢献度が分かり、指標が設定可能なもの

とすべき（上位目標とプロジェクト目標が乖離しないこと）。 
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－1－ 

第１章．終了時調査団の派遣  
 
1-1 調査団派遣の経緯と目的 

 

 ネパール山間部（Hills）では、燃料、飼料を始めとした過剰な森林利用による森林の

質の低下など環境悪化が進んでいる。ネパールでは 1988 年に林業部門マスタープランが策

定されており、同プランは 12 のプログラムから構成されている。このうち日本は、研究普

及プログラムについて林業普及計画を通じ協力してきた。この計画の一環として実施され

た調査結果から、各国が実施してきた協力はトップダウン方式で必ずしも大きな成果を挙

げておらず、住民のニーズに基づいた住民主体の協力が有効であり、住民の生活向上を図

ることが環境保全につながることが提言された。 

ネパール政府は、本調査結果を重視し、同国実行プログラムの一つである土壌保全・流

域管理プログラムを村落環境・森林資源開発計画として位置づけ、我が国に対し協力を要

請した。我が国はこれに応え、1999 年 7 月 16 日から５年間の計画でネパール「村落振興・

森林保全計画フェーズ２」（以下プロジェクト）を実施している。 

本調査団は、プロジェクトの終了予定期間の半年前において、JICA プロジェクト・サ

イクル・マネージメント手法（JPCM）により計画達成度（投入実績、活動状況、成果達

成状況、プロジェクト目標達成の見込み）を把握し、ネパール側からの評価メンバーと合

同で評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の観点から分析、

評価を行うとともに、評価結果に基づいてプロジェクト終了までの運営について指導・提

言を行うこと、プロジェクト終了後のフォローアップについて検討することを目的に派遣

された。  
 

1-2 調査団の構成  
 
 本調査は、以下のとおり日本から派遣された調査団員とネパール側からの評価メンバー

により構成された合同評価調査チームにより実施された。  

(日本側評価調査団)  

（1）  宍戸 健一／総括    国際協力機構森林環境協力課課長  
（2）  西村 美彦／村落開発       名古屋大学大学院国際開発研究科教授  
（3） 堂薗理一郎／森林保全・流域管理  農林水産省林野庁森林整備部計画課  

海外林業協力室指導班指導係長  
（4） 梅村 尚美／社会・ジェンダー    元 JICA ネパール派遣専門家  
（5） 山田 暁 ／計画評価       国際協力機構森林環境協力課職員  
（6） 寺川 幸士／評価分析    （株）三祐コンサルタンツ海外事業本部 

(ネパール側評価チーム） 

（1） Mr. Govinda KANDEL    Monitoring and Evaluation Officer, 
Monitoring and Evaluation division, 
MFSC 
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（2） Mr. Chewan Prased GURAGAIN      Monitoring and Evaluation Officer, 
Department of Soil Conservation and 
Watershed Management, MFSC 

1-3 評価調査日程  
 

順 月日  内   容 宿泊 

1 1/12 月  コンサルタント東 京 発    

9 1/20 火  

移 動 ：バンコク発 (TG319/10:50)→カトマンズ着 （同 便 /13:00） 

14:00 JICA 事 務 所 打 合 せ                                    

16:00  日 本 大 使 館 打 合 せ                                カトマンズ 

10 1/21 水  

08:50 カトマンズ・プロジェクトオフィス打 合 せ 

09:15 MFSC 土 壌 保 全 流 域 管 理 局 表 敬 、調 査 手 法 ・日 程 打 合 せ 

09:50 MFCS 土 壌 保 全 流 域 管 理 局 計 画 課 表 敬 、調 査 手 法 ・日 程 打 合 せ 

10:10 ネパール側 評 価 メンバーと合 流                          

内 国 移 動 ：カトマンズ発 (BDA653/13:30)→ポカラ着 (同 便 /14:00)、宿 舎 移

動  

14:40 プロジェクトオフィス表 敬 、カスキ郡 土 壌 保 全 事 務 所 表 敬  ポカラ 

11 1/22 木  

10:00 カスキ郡 土 壌 保 全 事 務 所 ヒアリング 

11:00 パルバット郡 土 壌 保 全 事 務 所 長 との打 合 せ 

12:00 中 堅 技 術 者 （MLT）ヒアリング 

14:00 プロジェクト専 門 家 、MD チーム全 体 ヒアリング 

15:00 専 門 家 ・MD チーム分 野 別 計 画 達 成 度 ヒアリング＜村 落 振 興 ＞ 

16:00 専 門 家 ・MD チーム分 野 別 計 画 達 成 度 ヒアリング＜社 会 ジェンダー＞ ポカラ 

12 1/23 金  

内 国 移 動 ：宿 舎 発 (08:10)→パルバット郡 クスマ着 （09:50） 

10:30 パルバット郡 土 壌 保 全 事 務 所 ヒアリング 

13:30 同 事 務 所 所 長 ・関 係 者 との質 疑 、意 見 交 換  

14:00 同 事 務 所 中 堅 技 術 者 （MLT）との質 疑 、意 見 交 換  

内 国 移 動 ：クスマ発 (15:00)→宿 舎 着 （16:45）（西 村 団 員 、梅 村 団 員 ポカラ

着 BDA653） ポカラ 

13 1/24 土  

09:30 資 料 整 理 、意 見 交 換 資 料 作 成    13:30 団 内 打 合 せ 

15:00 専 門 家 との計 画 達 成 度 ・評 価 分 析 に関 する意 見 交 換  ポカラ 

14 1/25 日  

10:00～13:00 パルバット郡 WCC インタビュー調 査  

14:00～17:00 カスキ郡 WCC インタビュー調 査  ポカラ 

15 1/26 月  

10:00～13:30 USER GROUP/POWER GROUP インタビュー調 査  

14:10～15:40 MOTIVATOR インタビュー調 査  

15:50～17:30 専 門 家 ・MD チーム分 野 別 計 画 達 成 度 ヒアリング 

＜流 域 管 理 ＞／分 野 別 専 門 家 ヒアリング＜村 落 振 興 ＞＜社 会 ジェンダー＞ ポカラ 

16 1/27 火  9:30～10:30  資 料 整 理 ・ミニッツ案 作 成 、10:30～11:20 西 部 林 業 局 長 表 カトマンズ 
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順 月日  内   容 宿泊 

敬  

内 国 移 動 ： ポ カ ラ 発 （ 12:20 ） → カ ト マ ン ズ 着 (13:00)* 西 村 、 梅 村 団 員

15:30KTM 着  

14:30 国 家 計 画 委 員 会 林 業 セクター表 敬 ・意 見 交 換  

15:30 大 蔵 省 （外 国 援 助 調 整 担 当 ）表 敬 ・意 見 交 換  

17 1/28 水  

09:30 評 価 報 告 書 ・ミニッツ案 作 成 、評 価 グリッド見 直 し作 業  

12:00 ミニッツ案 ドラフト提 出  

14:30～17:20 ミニッツ協 議 （於 DSCWM ミーティングホール） カトマンズ 

18 1/29 木  

09:30～13:00 ミニッツ（評 価 報 告 書 ・評 価 グリッド）校 正 作 業 （於 DSCWM） 

14:10～15:40 合 同 評 価 報 告 会 、ミニッツ署 名 （於 MOFSC） カトマンズ 

19 1/30 金  

09:30 大 使 館 報 告 、10:45  JICA 事 務 所 報 告  

14:30 JICA 事 務 所 打 合 せ  *宍 戸 団 長 帰 国  カトマンズ 

20 1/31 土  帰 国 ：カトマンズ→バンコク 機中 

21 2/1 日  帰 国 ：バンコク→成 田    

 
1-4 主要面談者  
 
＜Ministry of Forest and Soil Conservation＞  
Dr. Damodor Prasad Parajuli  Acting Secretary 
Mr.K.C.Pandel   Joint secretary 
Mr.Anil Kumar Pandey        Joint secretary 
Dr. Mohan Prasad Wagley Chief (Joint secretary tech.), Planning Division 
Mr.Shyam S.Shrestha         M&E Officer 
Mr.Gavinda P.Kandel         M&E Officer<Joint Evaluation Member> 
＜Western Regional Directorate,MOFSC＞  
Mr.Ram P. Pandel            Regional Director 
＜Department of Soil Conservation and Watershed Management,MOFSC> 
Mr. Sarad Kumar RAI    Director General 
Mr. Chevan Guragain         M&E Officer<Joint Evaluation Member> 
＜Kaskhi DSCO＞  
Mr.Ram Dayal Yadan         Director 
Mr.Uddhau Ghinire        Assistant Director 
＜Parbat DSCO＞  
Mr.Manohar Kumar Shah   Director 
＜Ministry of Finance＞  
Mr.L.S.Ghimire               Under Secretary/Foreign Aid Coordination 
Division 
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＜National Planning Committee＞  
Dr.Hari Upadhay             Officer,forest sector 
 
＜在ネパール日本大使館＞  
神長 善次         特命全権大使  
＜JICA ネパール事務所＞  
三苫 英太郎       所長  
今井 史夫        次長  
亀井 温子       所員  
＜プロジェクト関係者＞  
牧野 利信         チーフアドバイザー  
鍋田 剛          業務調整  
石田 秀夫         流域管理  
杉山 あずさ        社会・ジェンダー  
吉澤 靖子         村落振興  
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第２章．評価の方法  
 

本評価調査においては、JICA プロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）手法

を用いて、以下の手順で評価を実施した。  
 

2-1 評価手順と PDMe 
 
 終了時評価に先立ち、プロジェクト専門家が中心となりカウンターパートと共に自己評

価ワークショップを行い、評価用 PDM および評価グリッドを作成した。合同評価団はこ

の評価用 PDM および評価グリッドを基に調査を行った。PDM および評価グリッドは協議

議事録として巻末に添付した。  
現地調査に先立ち、評価分析団員がプロジェクトの実施プロセスと評価５項目に関する

日本人専門家およびカウンターパートに対する質問票を作成し、調査団による内容確認後、

プロジェクトの協力を得てネパール語に翻訳した上で対象者に配布した。質問票はプロジ

ェクトの日本人専門家、カウンターパートを対象として事前配布し、現地調査開始時点で

回収した。  
  
2-2 関係者へのインタビュー実施  
 

これら質問票の回答を基に、補足情報の収集と実施プロセス等の確認のために、プロジ

ェクト関係者に対するインタビューを行った。また合同評価団のメンバーが各々の専門分

野の観点から、プロジェクト専門家とカウンターパートに対して、分野ごとのグループ・

インタビューを実施した。  
なお、対象 WCC の村民へのインタビューは、現地の治安状況を鑑みて村落には行かず、

ポカラのプロジェクト事務所に参集してもらい、そこでグループ・インタビューを実施す

ることで対応した。村民インタビューは、ネパール語／英語の通訳者を介して行った。  
 
2-3 プロジェクト活動の確認  
 
 ネパールの治安状況から、プロジェクト対象村落への視察は行うことが出来なかったが、

ポカラから自動車で１時間半ほどのパルバット郡土壌保全事務所（DSCO）のあるクスマ

を訪問し、DSCO スタッフへのインタビューを実施した。また、プロジェクト対象地域の

カスキ郡、パルバット郡の１０WCC から各々代表者２名ずつ計２０名、および各 WCC を

担当するモチベーター２０名にポカラのプロジェクト事務所に参集してもらい、グループ

インタビューを実施した。  
また、ユーザーグループ（UG）による簡易水道や歩道改良など村落基盤整備のサブプ

ロジェクトの実施状況については、工程管理用の写真類や見積書等の情報が整理されてお

り、それらを確認した。  
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2-4 評価グレード 

 
JICA では、以下の５項目を評価の基準として採用しており、本調査もこの５項目の視

点から評価を行った。ただし、以下のうち (4)インパクト、 (5)自立発展性については調査

時点における「見込み」とする。  
 
評価５項目  
(1)妥当性

（Relevance）  
プロジェクトの目指している効果（プロジェクト目標や上位目標）が

受益者のニーズに合致しているか、課題の解決策として適当か、上位

政策との整合性はあるか、プロジェクトのアプローチは妥当か、とい

った視点。  
(2)有効性  
（Effectiveness）  

プロジェクトの実施により、本当に受益者もしくは社会への便益がも

たらされているのかを問う視点。  
(3)効率性  
（Efficiency）  

主にプロジェクトの投入と成果の関係に着目し、資源が有効に活用さ

れているかを問う視点。  
(4)インパクト  
（ Impact）  

プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や波

及効果を見る視点。予期していない正・負のインパクトを含む。  
(5)自立発展性  
（Sustainability）  

プロジェクト期間が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続

していくか、持続の見込みがあるか、を問う視点。  
 
また、評価グレードは以下に示す通りである。  
AA：Excellent、 A：Good、 B： Insufficient、 C：Poor、 N.A.：Not Available 
 
評価５項目の相関図  
 妥当性  有効性  効率性  インパクト 自立発展性  
上位目標  
 
 

  

プ ロ ジ ェ ク

ト目標  

「上位目標」

や「プロジェ

クト目標」は、

評価時点にお

いても目標と

して意味があ

るか  

 

プロジェクト

を実施した結

果、どのよう

な正・負の変

化が直接・間

接に現れたか  

成  果  
 
 

 

「プロジェク

ト目標」が達

成されたか、

成果がその達

成にどれだけ

貢献したか  
 

投入・活動  
 
 

  

「投入」が「成

果」にどれだ

け転換された

か   

援助終了後、

被援助国の機

関、組織がど

れだけプロジ

ェクトの正の

効果を維持す

ることができ

るか  

 
2-5 評価調査の制約・限界など 
 
 今回の調査実施上の大きな制約は、ネパール国内の治安悪化のため、プロジェクトが対

象としている村落に立ち入ることが出来ない、ということであった。村民へのインタビュ
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ーも前述のようにポカラのプロジェクト事務所にて実施した。  
調査期間中、慎重に治安状況を見定めた上、パルバット郡の郡都クスマのパルバット郡

土壌保全事務所（DSCO）を訪問することが出来たのは、幸いであった。  
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第３章．プロジェクトの計画達成度  
 
3-1 投入実績  
 

本プロジェクトに対する両国の投入実績を以下に整理する。  
 

（１）日本側の投入  
 (1)専門家派遣  

２００４年１月時点で、延べ１４名の長期専門家（チーフアドバイザー、流域管理、社

会・ジェンダー、村落振興、業務調整）と、延べ１２名の短期専門家が派遣された。長期

専門家の任期等については下表に整理した。短期専門家の業務分野は、業務調整、村落振

興、流域管理、社会・ジェンダー、コスト・ベネフィット分析、LAN システム、普及教材、

施工技術マニュアルなどである。  
なお、フェーズ２開始当初は「緑の推進協力プロジェクト」に JOCV チーフアドバイザ

ーが派遣されていたが、同プロジェクトの終了に伴い２００１年１０月に任務を終了した。 
 
専門家の派遣状況  

専門家氏名 担当業務 任 期 

柳原 保邦（フェーズ１から継続） チーフアドバイザー  97. 1.27～99.10.31 

桂川 裕樹 チーフアドバイザー  99.10.10～02. 3.23 

牧野 利信 チーフアドバイザー  02. 2.27～04. 2.26 

飯島 康夫（フェーズ１から継続） 流域管理   97. 5.13～00. 7.15 

武田 義昭 流域管理 00. 6. 3～02. 6. 2 

石田 秀夫 流域管理 02. 6. 3～04. 6. 2 

梅村 尚美（フェーズ１から継続） 社会・ジェンダー   98. 6.29～00. 7.15 

星 陽子 社会・ジェンダー 00. 8. 3～02. 8. 2 

杉山 あずさ 社会・ジェンダー  02. 7.16～04. 7.17 

清水 正 村落振興 98. 5. 1～99. 9.28 

平林 淳利 村落振興   99.11.23～02.11.22 

吉澤 靖子 村落振興 02.11. 6～04. 7.15 

一方井 真紀 業務調整  99.12. 7～01.12. 6 

鍋田 剛 業務調整 01.11.16～04. 7.17 

 
（2）カウンターパート研修員受け入れ、第３国研修等  
 ２００４年１月までに延べ２７名が研修に派遣された。詳細は次表に整理する。多くの

カウンターパートはインタビューに対して、研修は有益であったと述べているものの、研

修内容がプロジェクトの方法論と一致しない等の、研修内容の改善を求める意見も散見さ

れた。また、研修終了後の技術・知識を報告会などを通じて共有する機会が充分にない等

の指摘もあり、研修内容の見直しと研修後の情報共有の手段に関して検討が求められる。  
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カウンターパートの研修受講状況  
 研 修 員 氏 名  所   属  研 修 内 容  

Mr. Ramesh Baral Mid-level Technician, Parbat Watershed Management 

Mr. Basanta Rimal Planning Officer, DSCWM Community Development 

Mr. Prakash Regmi DSCO Kaski Gender & Equity 

Mr. Hari Bhadra Acharya DSCO Kaski Watershed Management 

Mr. Bidur Nath Sapkota Mid-level Technician, Kaski Gender & Equity 

Mr. Hari Bahadur Yonzan Mid-level Technician, Parbat Community Development 

Mr. Sharad Kumar Rai Joint secretary, MFSC Forest Administration 

Dr. Mohan Prasad Wagley Director General, DSCWM Forest Administration 

Mr. Bhawani Prasad Kharel Planning Officer, DSCWM Forest Administration 

Mr. Diwakar Paudel DSCO Parbat Forest Administration 

日 本  

Mr. Hom Mani Bhandari Extension Officer, DSCWM Forest Administration 

Mr. Sarad Babu Pageni Mid-level Technician, Kaski 

Mr. Yam Prasad Pandey Mid-level Technician, Kaski 

Mr. Manmohan Kumar Mid-level Technician, Parbat 

Mr. Bishnu Hari Poudyal Mid-level Technician, Parbat 

Rural Development 

Management (Phil ippine) 

Mr. Hari Bahadur Yonzan Mid-level Technician, Parbat 

Mr. Bidur Nath Sapkota Mid-level Technician, Kaski 

Mr. Shyam Kumar Shrestha Mid-level Technician, Kaski 

第 三 国  

(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ) 

Mr. Narayan Prasad Poudel Mid-level Technician, Kaski 

Integrated Watershed 

Management (Phil ippine) 

Mr. Prakash Regmi DSCO Kaski 

Mr. Bishnu Dev Yadav Mid-level Technician, Kaski 

Mr. Prakash Thapa Mid-level Technician, Kaski 

Mr. Shiva Shankar Shah Mid-level Technician, Kaski 

技 術 交 換  

（ラオス） 

 

Mr. Binay Kumar Jha Mid-level Technician, Parbat 

Social Forestry Project 

under JICA and other 

scheme in Thailand & Lao 

P.D.R. 

Mr. Shiva Rajee Thakur Mid-level Technician, Parbat 

Mr. Prakash Basnet Mid-level Technician, Parbat 
技 術 交 換  

（インド）  

 Ms. Sabita Sharma Mid-level Technician, Kaski 

Participatory approach for 

Vil lage Improvement 

Program in south Asia 

 

 

(3)機材供与およびローカルコスト負担  
 ２００４年１月時点のローカルコスト負担は１億６ ,６２１万円であり、その支出額はプ

ロジェクトの円滑な運営上適切であった。また、同時点までの供与機材合計額は３ ,４８５

万円である。マイクロバス、４ＷＤ車、オフィス機器などの機材は、当初の計画どおり供

与され、維持管理も適切に行われ、問題なく活用されている。機材の投入の量・質、投入

のタイミングは適切であり、活動の効率性に寄与している。  
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ローカルコスト負担と機材供与             （単位：1,000 円）  
ローカルコスト負担 予算年度 

 JICA JOCV 小計 

機材供与 

 
合計 

1999 9,768 9,797 19,565 14,419 33,984 

2000 27,012 5,122 32,134 14,284 46,418 

2001 36,799 -------- 36,799 4,759 41,558 

2002 39,032 -------- 39,032 1,395 40,427 

2003 38,682 -------- 38,682 ０ 38,682 

合計 151,293 14,919 166,212 34,857 201,069 

 
（２）ネパール側の投入  
(1)カウンターパート  

本 プロジェクトに関 わるカウンターパートとして以 下 の人 員 が配属 されている。

DSCWM や DSCO 事務所の本来業務との兼務状況に関するアンケートの回答によれば、カ

ウンターパートの立場によって３０％～１００％と関与の幅はあるものの、全員が本プロ

ジェクトの活動に携わっており、妥当な人員がカウンターパートとして計上されている。  
・ MFSC（カトマンドゥ）に延べ６名  
・ DWSCWM（カトマンドゥ）に延べ７名  
・ カスキ、パルバット土壌保全事務所の所長、中間技術者として延べ１６名  
・ 各 VDC を担当するモチベーターとして２０名  
・ 女性モチベーター１名  

 
(2)土地、建物および施設  
 本プロジェクトに関して以下の土地、施設等がネパール政府から供与されている。  

・カトマンドゥ DSCWM 施設内に、事務所一室  
 ・カスキ郡 DSCO 敷地内に本プロジェクト事務所用土地  
 ・パルバット郡 DSCO 敷地内に本プロジェクト事務所用土地  
 
(3)ローカルコスト負担  
 DWSCWM では、厳しい財政状況のもとで、本プロジェクト実施に関して過去５年間で

約 3,900 万ルピー（約 5,900 万円）を支出している。また、土壌保全局の予算が厳しいと

ころ、２KR 見返り資金を投入するなど、財政状況の改善努力が見られた。  
 次表は、カスキおよびパルバットの両 DSCO の運営費内訳を整理したものである。この

運営費全体の内、本プロジェクト活動のため投入された金額は、個別には集計されていな

いため、関係者インタビューで得られた回答「プロジェクト実施に関わる業務費は全予算

の 60％」より、60％を乗じた 3,900 万ルピー（約 5,900 万円）を、ネパール側のローカル

コスト負担の金額とした。  
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カスキ、パルバット両 DSCO 全体の予算額 （単位：1,000 ルピー、1 ルピー＝約 1.5 円） 
カスキ DSCO  パルバット DSCO 小計 予算年

度 HMG 2KR HMG 2KR HMG 2KR 

合計 プロジェク

ト業務費 

1999 923 4,510 900 4,170 1,823 8,680 10,503 6,302 

2000 560 5,625 900 3,949 1,460 9,574 11,034 6,620 

2001 589 4,193 1,086 3,800 1,675 7,993 9,668 5,800 

2002 1,733 7,888 1,102 7,023 2,835 14,911 17,746 10,648 

2003＊ 1,750 7,033 1,270 6,550 3,020 13,583 16,603 9,962 

合計 5,555 29,249 5,258 25,492 10,813 54,741 65,554 39,332 

＊2003 年度については計画額  
 
3-2 活動の実施状況  
 
各活動の実施状況を以下に整理する。  
 
活動の実施状況  

活動項目 概  要 

活動 1-a）ワード保全委員会（WCC）の組織化、強化及びモニタリングを実施する。 

(1-a-1)村落保全委員会（WCC）の設立支

援 

対象１０VDC において８８WCC が設立された。

WCC に対するオリエンテーションを実施してい

る。 

(1-a-2)各 WCC における自己基金の積立

て支援 

帳簿、会計報告書の作成を指導した他、基金創設

に絞った支援・フォローを行った。 

(1-a-3)WCC の組織・能力強化への取り組

み 

情報の収集及びトレーニング、スタディツアー等

を全ての対象 WCC で実施した。 

(1-a-4)WCC 活動のモニタリングと継続的

な支援 

スパイダーウェブ自己評価システムを導入し、ワ

ークショップを通 じて自 己 評価作業が実 施 され

た。 

活動 1-b)村落資源管理計画（CRMP）及び年間活動計画（AAP）のデザイン、実施、モニタリ

ング及び評価を促進する。 

(1-b-1)VDC の社会・ジェンダー･環境につ

いての現状把握 

対象地域での活動開始時に、開発調査資料等を利

用するとともにベースラインサーベイが実施され

た。政府機関、郡や村事務所、NGO 等より随時情報

が収集された。 

(1-b-2)各 WCC での村落資源ワークショ

ップの実施 

(1-b-3)村落資源管理計画（CRMP）の作成

支援 

(1-b-4)年間行動計画（AAP）の作成支援 

88WCC の全てにおいて、村落資源ワークショップ

を実施し、CBWMP、CRMP と AAP の策定が終了

しており、3 カ年の AAP に基づいて 419 のサブプ

ロジェクトが計画された。 

(1-b-5)AAP の実施とモニタリングに係る

支援 

(1-b-6)AAP の評価と次年度へのフィード

バックに係る支援 

AAP に基づいて 419 のサブプロジェクトが実施さ

れた（調査時点で 339 件が完了済み）。しかし、モ

ニタリングは充分に実施されていない。 



－12－ 

活動項目 概  要 

活動 1-c)本プロジェクトの開発過程にジェンダー及び社会的公正の配慮を導入する。 

(1-c-1)プロジェクト活動全般および OG
に対して、社会・ジェンダー配慮の視点を

反映 

OG に社会・ジェンダー配慮の項目が盛り込まれて

いる。また、ポリシーワークショップを開催し、

関係者間での見解の統一がなされている。 

(1-c-2)カウンターパートに対して社会・ジ

ェンダー配慮に関する啓発活動実施 

ワークショップやトレーニングが実 施 されてい

る。特に社会・ジェンダー分野モニタリング調査

がツールとなり本質的な社会・ジェンダー配慮の

理解が促進された。 

(1-c-3)住民に対して社会・ジェンダー配慮

に関する啓発活動実施 

WCC ワークショップにて社会・ジェンダー配慮と

POWER プログラムの運営方法の説明が実施された。

全 WCC 対象に社会・ジェンダーに配慮したグルー

プマネージメントトレーニングが実施される予定

である。 

活動 2-a)住民参加による流域管理見通し（CBWMP）を作成する。 

(2-a-1)対象村落の自然条件や社会状況に

関する迅速調査の手法開発と実施  

(2-a-2)流域管理見通し（CBWMP）作成支

援 

“Learning by doing”をモットーに日常業務を通し

て実施している。治安上の理由からカウンターパ

ートと一緒に現場に入れないため、セミナーやト

レーニング、また事務所での業務が中心となって

いる。 

(2-b-2)カウンターパートに対 する研修実

施 

(2-b-3)国内外の研修や他機関の実施する

セミナーやワークショップへの参加支援 

本邦研修、第三国研修、技術交換等の海外研修が

実施された。また国内においては、数多くのトレ

ーニング、ワークショップが実施され、関係者の

多くが参画している。 

(2-b-4)ケーススタディの取 りまとめと分

析 

ケーススタディは適宜、実施された。 

(2-b-5)オペレーショナル・ガイドライン

（OG）の作成および改訂 

第４版が供用中であり、現在第５版の改定作業が

進められている。 

(2-b-6)カウンターパートの土壌保全の技

術・知識の強化 

OJT を基本としているが、バイオエンジニアリン

グなどの技術 トレーニングも適 宜実施 されてい

る。 

 
 
3-3 成果の達成状況  
 
 本プロジェクトに対する評価時点での、各成果の達成状況を次表に記す。達成度は合同

評価団の合議によるものである。  
 各成果の達成状況には差があり、プロジェクト目標達成への貢献度も、成果によって異

なる。特に、カウンターパートの参加型村落資源管理の技術と知識の習得状況にはバラツ

キがあり、技術力強化はやや遅れていると思われる。  
 
成果の達成度  
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評価グレード：AA：Excellent、 A：Good、 B：Insufficient、 C：Poor、 N.A.：Not 
Available 

成 果  実績  達成度  
（１）カスキ郡およびパルバット郡のプロジェクト対象村落において、対象地域の住民に  
ａ）ワード保全委員会

（WCC）組織化、強化

及びモニタリングする

能力が身につく。  

WCC は対象地域の全ての８８ワードにおいて結成さ

れ、組織活動を行うようになってきている。スパイダーウ

ェブ自己評価の結果でも、５５％の WCC が組織運営能力

を向上させたと評価している。  
しかしながら、プロジェクト側からの OJT などの支援

が充分ではないため、自主基金の管理や制度化を全て自力

で行えるまでには至っていない。  

Ａ  

ｂ）CRMP 及び AAP
のデザイン、実施、モ

ニタリング及び評価を

促進する。  

 ７０％の WCC では、適正技術を用いて村の実情を反映

した CRMP と AAP を作成することが出来るようなってお

り、村人は村落資源管理の概念を理解している。  
 個々のサブプロジェクトは計画通り実施されているが、

森林保全／流域管理に直接関係する事業は１４％に留ま

っている。  
 すでに保守管理の体制をもつ WCC もあり、プロジェク

ト終了までには、WCC の村落資源管理の能力は向上する

と思われる。  

Ａ  

ｃ）本プロジェクトの

開発過程にジェンダー

及び社会的公正の配慮

を導入する。  

WCC のメンバーは、女性や社会的弱者の意思決定シス

テムへの参画の重要性に気づいているものの、女性の参画

に比較して、社会的弱者の参画の度合はやや低いレベルに

留まっている。  
POWER プログラムは、参加した女性が識字能力を向上

させまた積極的にプロジェクトの活動に参加するように

なるなど、女性のエンパワーメントに成果をもたらした。 
プロジェクト対象住民も女性の変化などより、女性や社

会的弱者参加の重要性の認識が確立途上にある。  

Ｂ  

（２）カウンターパートが、  
ａ ） 住 民 参 加 に よ る

CBWMP を作成する能

力が移転される。  

カウンターパートは村落資源管理についてある程度理

解し、村の実情を考慮しながら、WCC による CBWMP 作

成を支援することが可能である。しかしながら、プロジェ

クトからカウンターパートに対する技術移転は遅れ気味

であり、プロジェクトの残り期間を利用して、村落資源管

理分野の能力強化が必要とされる。  

Ｂ  

ｂ）プロジェクトによ

って開発されたモデル

を 使 用 ま た は 修 正 し

て、参加型の村落資源

管理プロジェクトを丘

陵地域で実施する能力

が確立される。  

 住民参加型村落資源管理の概念が、プロジェクトによっ

て明確に定義されておらず、カウンターパートの中でも個

人により理解の差が見られる。そのため、全ての WCC で

CRMP と AAP は策定されているものの、カウンターパー

ト個人の理解と力量の範囲に留まっている。プロジェクト

の残り期間内に CRMP のレビューとモニタリングを通じ

た OJT による、村落資源管理能力向上が必要である。  

Ｂ  
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3-4 プロジェクト目標の達成状況／見込  
 
 プロジェクト目標の達成度を次表に整理した。  

プロジェクトでは対象 88 のワードの全てについて WCC の設立を果たしており、またス

パイダーウェブ自己評価の結果からも、半数以上の WCC は組織運営、基金管理、村落資

源管理などに関して、能力を強化した。また、OJT による WCC の能力向上は現在も進行

中であり、プロジェクト終了時点では高いレベルでの能力向上が見込まれる。  
 特に、DSCWM では本プロジェクトで開発されたモデルの複製化事業を、カスキ郡、パ

ルバット郡、シャンジャ郡の３カ所の VDC で独自に進めている点は、高く評価できる。  
 
プロジェクト目標の達成度  
評価グレード： 

AA：Excellent, A：Good, B：Insufficient, C：Poor, N.A.：Not Available 
プロジェクト目標：ネパールの山間地域に適用可能な、住民による企画、実行、モニタリン

グおよび評価への積極的な参加を伴う、公正で持続的な住民参加型村落

資源管理モデルを開発する。  
指標  実績  達成度  

（１）プロジェクト終

了までカウンターパー

トが参加型村落資源管

理の技術と知識を充分

に習得する。  

 住民参加型による流域管理および村落資源管理に関す

るカウンターパートの理解は平均すれば一応のレベルに

達しているものの、カウンターパートによってその理解の

程度にバラツキも見られる。残りの期間で、特に村落資源

管理分野における全体の技術強化を図る必要がある。  

B 

（２）プロジェクト終

了までに、30％以上の

WCC が自立している。 

 WCC は 88 の全ての集落で結成されており、スパイダ

ーウェブ調査では、基金運用と組織開発に弱点が見られる

ものの、68％の WCC が充分な組織運営能力を有している

との結果が示されており、ある程度の WCC は自立してい

ると評価できる。  

A 

（３）プロジェクト終

了までに、DSCO／

DSCWM が複製事業を

計画する。  

 2003 年末からカスキ郡、パルバット郡、シャンジャ郡

にて各 1VDC ずつを対象として、複製事業を開始してい

る。  

AA 

（４）プロジェクト終

了時までに対象地域住

民 に よ っ て WCC や

POWER グループ以外

の、新たな住民グルー

プの組織・活動が実施

される  

バドレタマギ WCC では、プロジェクトの支援の１０倍

に及ぶ資金を募り、橋を建築するなどプラスのインパクト

として評価できる。これらの WCC の成功例から、プロジ

ェクト終了までには、新たな組織づくりや活動が始まるこ

とが期待できるものの、現状では新たな住民グループによ

る独自活動が実施されるまでには到っていない。  
 

B 

 
3-5 実施プロセスにおける特記事項  
 
（１）実施プロセスに関すること 
(1)ネパール政府の政策との一致  
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中山間部の住民による森林・土壌の保全や地方分権の進展など、ネパール政府の進める

施策に一致しており、DSCWM のみならず、VDC レベルでの事業実施を進める上で WCC
という単位の活用が有用であると判断できる。  

 
(2)カウンターパートの努力と良好なチームワーク  
 プロジェクト期間を通じて、カウンターパートへの技術向上に関する OJT が行われると

ともに、彼等の主体性や自主性が育成され、日本人専門家や JICA 雇用スタッフが現場に

入れないという悪条件下においても、効率的に活動が実施された。  
 日本人専門家も英語を解さないプロジェクト関係者とのコミュニケーションを図るため、

ネパール語を習得するなど、良好な関係を樹立する努力が見られた。  
 
(3)オペレーショナル・ガイドライン（OG）の充実  

本プロジェクトでは、支援実施の透明性確保、行政サービスの迅速化、社会・ジェンダ

ー配慮などを明文化した OG を作成している。このＯＧは住民自らが事業を実施する上で

の手順書となっており、現時点では４版まで改訂が行われている。また、サブプロジェク

トの採択や運営手順が OG によって明確化されていること、また予算執行の状態が公示さ

れることなどから、プロジェクト実施の透明性が確保され、「公正なプロジェクトである」

という評価が確立している。  
 
(4)住民自己評価ツールの開発  

住民自らが WCC の自立度合いを自己評価できる「スパイダーウェブ」がプロジェクト

で考案され、２００３年後半に「スパイダーウェブ」を用いた住民自己評価に関する調査

が実施された。この自己評価ツールの適用は住民のオーナーシップの醸成に貢献した。  
 
（２）問題点および問題を引き起こした要因  
(1)自然資源管理分野での技術移転の遅れ  

 2000 年 3 月のモウジャ村プロジェクト現場事務所の襲撃事件を契機に、プロジェクト

の実施体制が大きく見直され、約１年の遅れをもってプロジェクトは再開された。同時に

緑の推進協力（協力隊チーム派遣）部分の撤退等によりプロジェクト要員が減少した。し

かし、プロジェクトでは、フェーズ１と同規模の 88WCC を対象にプロジェクトを展開し、

400 以上のサブプロジェクトを実施するために人員が多忙となり、自然資源管理分野の技

術移転が充分に実施できなかったと思量される。プロジェクトの残り期間で、「村落流域管

理見通し（CBWMP）」や「村落資源管理計画（CRMP）」の見直しを行うことで、カウン

ターパートの自然資源管理分野の技術力を強化することが期待される。  
 
(2)対象地域の治安状況による行動制限  
 2000 年 8 月からのプロジェクト再開後も、治安上の理由から日本人専門家および JICA
雇用のネパール人スタッフの行動は制限され、現在でもプロジェクト対象村落への訪問は

不可能な状況である。  
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 この結果、住民やネパール側のプロジェクトに対するオーナーシップの醸成が進むなど

の副産物も生み出しているが、現場を実際に目の当たりにして、日本人専門家が直接カウ

ンターパートに対して OJT が出来なかったこと等が、WCC やカウンターパートの自然資

源管理に関する技術移転が遅れたことの要因のひとつと思量される。  
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第４章．プロジェクト全体評価（５項目）  
 
4-1 妥当性  
 
（１）ネパールの政策との整合性  
 ネパール政府は 2002～2007 年の貧困削減戦略ペーパー（第１０次５カ年計画）におい

ても、森林セクターでは森林保全、土壌保全、水資源保全および村落資源管理を通じた生

計向上を重要な施策としているなど、本プロジェクトの上位目標との整合性は高いと評価

できる。  
 
（２）日本の援助事業としての妥当性  
 本プロジェクトは、我が国の対ネパール援助の重点分野のうち、「社会サービスの充実と

住民のエンパワーメントを通じた国民生活の改善」と「持続可能な開発を通じた環境保全」

に合致しており、日本の援助事業としての妥当性は高い。  
 
（３）ターゲット・グループの視点からの妥当性  
 ネパール森林土壌保全省では、山間地域での土壌保全を行政の課題として取り組んでい

るが、現在までに適正なモデルを確立していなかった。森林土壌保全省では本プロジェク

トで開発されたモデルを SABIHAA モデルとして、ネパール全土の山間部を所轄する土壌

保全事務所で展開しようという計画を持つまでに至った。  
また、ネパール政府の地方分権化政策のもと、VDC への開発予算支出と権限委譲が進ん

でいる。この動きのなか、従来の流域という単位ではなく、VDC の開発方針をワードとい

う最小行政単位で包括的に捉え、計画づくりからその実行までを住民が主体的に担ってい

けるように、能力強化を図る本プロジェクトの実施は非常に時宜を得ているといえる。  
 
（４）モデル開発の妥当性  
 本プロジェクトに先立つ、「村落振興・森林保全プロジェクト」では、ユーザー・グルー

プ（UG）を対象に、村落のインフラ整備などのサブプロジェクトを実施していた。  
本プロジェクトでは、UG がサブプロジェクトの実施後に、グループとしての持続性の

確保が困難との考えから、行政組織としては UG に最も近いワードという最小行政単位の

組織化に着目して、集落保全委員会（WCC）の組織化と能力強化に注力している。このワ

ードを単位とするアプローチは、ネパール政府の地方分権化政策の流れにとっても有用で

あると思われる。土壌保全流域管理局（DSCWM）では同モデルを同局内部に留まらず、

保健衛生や教育などの他セクターへも紹介していきたいと計画しており、WCC を通じた

モデル開発という計画の妥当性は高い、と判断される。  
DSCWM は、かねてより流域管理に資する村落資源管理モデルの確立を目指しており、

本プロジェクトはその達成の重要な柱とされるなど、実施機関における妥当性は非常に高

い。同時に我が国の対ネパール援助の基本方針とも整合している。さらに、上位目標は貧

困の緩和にあり、「住民参加による適切な自然資源管理を通しての経済成長」を謳うネパー
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ル政府の長期発展戦略（1997-2017）および貧困削減戦略ペーパー（2002-2007）に合致し

ている。また、山間部住民のニーズにあった様々なサブプロジェクトを実施している。  

プロジェクト対象の 10VDC において 88WCC が設立され、住民対話を通じたプロジェ

クト運営が実現している。DSCWM では、本プロジェクトの複製事業を独自に 3VDC で開

始しており、より広範囲に事業展開していくためにも、モデルの完成度をより一層高めた

いと考えていることなど、プロジェクトの妥当性は高い。  

 
4-2 有効性  
 
 本プロジェクトは、2000 年３月から８月まで対象地域の安全性確認と、新体制構築のた

めに活動が一時停止した経緯がある。2000 年８月以降の活動再開以降は順調に実施されて

いるものの、期待どおりのプロジェクト目標、つまり「モデルの完成」には若干の遅れが

見られる。プロジェクト再開以降は、協力隊による「緑の推進協力」部分がなくなり、現

場に動員できる人員が減少したものの、対象 WCC はフェーズ１と同様の 88 カ所（10VDC）

が維持された。そのため、現場に行くことが出来ない状況下で、日本人専門家、MD チー

ム、カウンターパートと共に 88 の WCC が実施する 400 以上のサブプロジェクトの設計・

実施に集中せざるを得ず、結果としてプロジェクトからカウンターパートに対する流域管

理計画および村落資源管理の能力強化が十分に行えなかったと判断できる。  
「住民参加型自然資源管理モデルの確立」をプロジェクト目標とした場合、88 の WCC

の組織化と運営指導が、人員が削減された中では日本側、ネパール側双方にとって負担に

なってしまったのではないかと思量される。  
 
4-3 効率性  
 

日本側からの投入は、おおむね計画どおりに実施され、供与された機材は適切な維持管

理がなされている他、ローカルコスト支出についても適正に執行されている。ネ国側の投

入も財政難にも関わらず、ほぼ計画通りに実施されており、カウンターパートの人事異動

なども特に阻害要因にはなっていない。  
しかしながら、カウンターパートの本邦研修の内容については、研修員の技術背景と研

修コースの相違があったことや、研修後の情報共有などを目的したフォローアップ体制の

構築が必要であるなどの指摘が、アンケートに寄せられた。  
また、関係者の多くは英語を解さないことから、本プロジェクトの実質的な公用語はネ

パール語であり、またカースト制度やヒンドゥー文化などネパール特有の社会背景を考慮

すると、派遣専門家に対するネパール語語学研修等について配慮すべきであった。  
 
4-4 インパクト（予測）  
 
（１） 上位目標の達成見込み 

上位目標の「貧困緩和・自然環境改善」は時間を要し、幅広い様々な対策を必要とする
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ものである。上位目標に関する指標類は関係省庁にて統計作業が進められているものの、

評価時点で集計されている情報は最新のものでも 2001 年であり、これらの指標による判

定は時期尚早である。  
また、本プロジェクトでは、目標とする森林保全分野に必ずしも直接関連しないサブプ

ロジェクトが実施されているものの、実施された事業は住民の切実なニーズに応えるもの

であり、さらに女性の識字能力の向上が実現しているなど、広い意味での貧困緩和に貢献

していくと予測される。  
 
（２）予想外のインパクト等  

本プロジェクトでは住民自身によって村落資源管理計画を策定し、対象地区の住民を主

体にした様々なサブプロジェクトを実施している。これらを踏まえ、DSCWM では独自に

本プロジェクトが開発したモデルの複製事業を開始するなど、プロジェクト実施による近

い将来におけるインパクトの発現は大きいと予測できる。  
バドレタマギ WCC では、プロジェクトからの支援の１０倍に及ぶ寄付を中心とする自

己資金を募り、橋を建築するなどの事例も見られ、周辺の村落への波及効果も期待できる。 

DSCWM による複製事業の開始や、数多くのプロジェクト訪問者・マスメディアによる

報道などの広報活動により、本件を森林分野に留まらず広い範囲に知らしめたという点は

特筆に価する。さらに、本プロジェクトを参考にした JICA プロジェクトがパナマやガー

ナなどで実施されていることなど、様々な効果があった。  
 
4-5 自立発展性（見込み）  
 
（１）組織・制度的側面  
 ネパール政府の地方分権化政策のもと、本来なら開発予算を執行する立場にある VDC
の選挙が、1997 年を最後に治安上の理由から実施されておらず、議員の任期が切れた 2002
年以降は、VDC が機能していない。また、次回の VDC 選挙実施についても、目処は立っ

ていない。そのため、WCC での村落資源管理計画策定が VDC の活動に反映していくかは、

現状では判断し難い面がある。  
 
（２）財政的側面  
 VDC の実態は前述のように機能していない状態であるが、将来 VDC の選挙が実施され、

ネパール政府の開発予算も支出されることが期待されるものの、現時点では不明である。  
 またカウンターパートである DSCWM のプロジェクト資金は、その大部分を日本政府の

供与する２ＫＲの見返り資金に頼っているが、日本政府では 2KR の援助スキームを見直し

ており、今後とも 2KR 資金が安定的に確保されるとはいい難い。このため、カウンターパ

ート機関の財政面での自立発展性には不安が残る。  
 
（３）技術的側面  

本プロジェクトは住民参加型のアプローチのもと、対象となる山間部の村落民が自らの
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村落資源を再認識し、自分たちで中期的な流域管理見通しをたて、プロジェクトからの財

政的・技術的支援のもとに、村落振興と森林保全を目指すものである。管理見通し作成や

サブプロジェクトの実施は、高度な技術ではなく、ネパールの山間部に適したレベルのも

のが中心となっており、技術的な持続性は高いと評価できる。  
またプロジェクト活動や各種研修を通じて、カウンターパートや WCC の組織運営能力

や社会・ジェンダー配慮に関する知識は限定的な範囲であるものの、概ね向上しており、

ある程度の自立発展性が期待できる。  

 
 
4-6 総合評価  
 

本プロジェクトは、中山間部住民の参加による森林・土壌の保全活動の実施や地方分権

の進展などネパール政府の進める施策に合致している。また、プロジェクトの根幹となる

WCC という事業実施体の構築は、今後 DSCWM だけでなく、VDC レベルで各種の事業を

実施していく際に有用であると評価できる。  
プロジェクトの終了にあたり、プロジェクト目標の「ネパールの山間地域に適用可能な

住民による企画、実行、モニタリングおよび評価への積極的な参加を伴う公正で持続的な

住民参加型村落資源管理モデルを開発する」については、プロジェクトの実施以前の状態

に比較してある程度の達成が見られる。結果として以下の成果は達成されている。  
(1)WCC の結成を通じて、住民自らによる村落振興と自然資源管理および AAP（年間行

動計画）の策定、3 年間に亘るサブプロジェクトの実施などが達成された。  
(2)ほとんどの集落において女性の識字能力等が向上した。  
上記の成果を通じて、プロジェクト目標である SABIHAA モデルと呼称されるモデルの

ネパール山間地での適用可能性が明らかになりつつある。SABIHAA モデルとは行政の最

小単位である Ward の組織強化を通じて村落振興と自然資源管理を実現するものであり、

実際にも住民の生活向上の様子が見られた。また、住民の力が結集された結果、プロジェ

クトの投入を超える自己資金によるサブプロジェクトが実施されるなど、自立発展性の可

能性も高いと見られる。  
しかしながら、自然資源管理と社会配慮の一部の活動に関しては、その達成が遅れ気味

である。カウンターパート（DSCO 正職員、MLT、モチベーター）自身が WCC や住民を

ファシリテートしてゆく能力は評価時点では、充分に強化されていない。その理由として

は、プロジェクトの中断による遅れの影響からカウンターパートへの技術移転が充分に行

えなかったためと考えられる。  
そして、自然資源管理や社会配慮のコンセプトの曖昧さが PDM においても見られ、そ

の結果、当該分野の WCC やカウンターパートへの技術移転に影響を与えていると思量さ

れる。  
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第５章 . 分野別評価  
 
5-1 流域管理／森林保全  
 
5-1-1 活動の実施状況  
(1)サブプロジェクトの実施について  
 第２フェーズにおいては、集落（Ward）を単位として住民組織の形成を図り、これらの

組織が主体となって事業を行っている。  
第１フェーズでは、プロジェクトが個々のユーザーグループ（事業のために設立された

グループ）に直接支援を行っていたが、組織としての能力や継続性が弱いことが問題であ

った。したがって、第２フェーズでは、組織としての能力や持続性を持たせるため集落を

単位とした集落保全委員会  (WCC)が設立された。プロジェクトと集落保全委員会の間で

は、プロジェクト全期間を通じた全体契約を締結するとともに、各事業ごとに契約を締結

している。サブプロジェクト等の事業は、集落保全委員会の責任においてユーザーグルー

プを総括して実行されている。  
２郡 10 カ村 88 集落において、集落単位のあるべき将来イメージを示す「流域管理見通

し (CBWMP)」（別添：参考１）、それに基づく３年間の活動計画である「村落資源管理計

画 (CRMP)」（別添：参考２）、具体的な事業実施のための「年間活動計画 (AAP)」が作成さ

れ、それに基づく「サブプロジェクト」が実施されている。  
「サブプロジェクト」は、現在、最終年度３年目の契約が行われている。予定されてい

る４１９のサブプロジェクトのうち、上位３事業の占める割合は、歩道整備事業３６％、

簡易水道事業２０％、トイレ建設事業９％となっている。なお、森林保全／流域管理に直

接関係する事業の割合は、植林および防護フェンス事業３％、土砂災害防止事業７％、河

川護岸事業４％である。  

 
平成１６年１月１５日現在のサブプロジェクト進捗状況  

サプジュロジェクト名  予定  

事業数  契約数  完了  実行中  

植林および防護フェンス事業  １４  ６  ５  １  
土砂災害防止事業  ３０  ２９  ２１  ８  
河川護岸事業  １８  １６  １６  ０  
貯水池建設事業  ２８  ２２  １８  ４  
歩道整備事業  １５２  １５９  １３８  ２１  
簡易水道事業  ８４  ８９  ７８  １１  
水源地整備事業  ３１  ２３  １４  ９  
灌漑施設事業  １５  １４  ７  ７  
歩道架橋事業  ８  １１  １０  １  
トイレ建設事業  ３９  ３８  ３２  ６  
総事業数  ４１９  ４０７  ３３９  ６８  
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(2)住民参加による流域管理見通しの策定について  
「流域管理見通し(CBWMP)」は、郡土壌保全事務所中堅技術者 (MLT)と郡土壌保全事務

所臨時雇用者（モチベーター）を通して、住民に対し作成支援が行われた。88 カ所の WCC
でプロジェクト開始初期に「流域管理見通し」は作成された。  

プロジェクトが開発した「流域管理見通し」の簡易調査手法は、集落単位の資源管理の

ための見通しであり、①村落資源、②現在の状態、③問題点、④望ましい理想の状態、の

４項目で構成されている。  
プロジェクトで開発した「流域管理見通し」の簡易調査方法は、住民が容易に理解でき、

使いやすいものであり、村落の実情をある程度反映させたものになったが、住民の現在の

ニーズが優先される結果となったため、生活資源（道路、水等）に対する比重が大きく、

自然資源（森林）、ジェンダーと社会的公正の点で不十分なものとなった。  
また、「流域管理見通し」は、「村落資源管理計画（CRMP）」及び「年間活動計画（AAP）」、

「サブプロジェクト」の基となる重要なものであるばかりでなく、「流域管理見通し」は、

集落資源管理の将来イメージとして、プロジェクト活動終了後も集落保全委員会の活動を

持続させていくための重要な柱として期待されるものである。  
 

(3)村落資源管理計画及び年間活動計画に係る立案・実施・モニタリング・評価への支援に

ついて  
本プロジェクトでは、郡土壌保全事務所中堅技術者（MLT）と郡土壌保全事務所臨時雇

用者（モチベーター）をとおして、88 カ所の WCC に対し、村落資源ワークショップ支援、

村落資源管理計画作成支援、年間活動計画作成及び実施支援と事業活動のモニタリング、

年間活動計画実施後の評価と翌年へのフィードバック支援を行った。  
しかし、プロジェクトとカウンターパートは、88 カ所の WCC における 400 以上のサブ

プロジェクト契約実行のために忙しく、モニタリングが不十分であった。  
 

5-1-2 成果の達成状況  
カウンターパートは、村落資源管理に対しある程度の理解を有し、村落の実情を反映し

た「流域管理見通し（CBWMP）」の作成を支援することができた。しかし、「流域管理見

通し」のモニタリングと見直しについては、「サブプロジェクト」が始まってから不十分

であった。また、プロジェクトからのカウンターパートに対する資源管理の技術強化が十

分ではなかった。  
住民参加型資源管理の概念が、明確に定義されておらず、カウンターパートの理解の差

が見られた。そのため、「村落資源管理計画（CRMP）」と「年間活動計画（AAP）」は全集

落で策定されたものの、カウンターパートの理解と力量の範囲に留まった。  
 
5-1-3 評価結果の分析  

プロジェクトの支援のもと、２郡１０カ村８８箇所の対象集落において、WCC が設立

され、「流域管理見通し（CBWMP）」、「村落資源管理計画（CRMP）」及び「年間活動計画

（AAP）」が作成され、「サブプロジェクト」が実施されたことは、今後、モニタリングの
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必要性はあるもののネパール山間地域へのモデルとして適応は十分可能であると評価でき

る。  
「オペレーショナルガイドライン（ＯＧ）」に基づく一連の活動は、On the Job Training 

（OJT）として機能し、カウンターパート、住民の能力向上に寄与した。さらに日本人専

門家が対象集落に入れない状況において、ネパール側のオーナーシップ及び集落住民のエ

ンパワーメントは着実に高まった。  
ただし、村落資源管理に対する住民の意識は、生活資源（道路、水等）に対しては高か

ったものの、自然環境（森林）に対しては不十分であったことから、今後残り期間で、カ

ウンターパートに対する資源管理分野の技術強化とともに住民に対する資源環境への啓蒙

活動が必要である。  
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参考１  
流域管理見通し（ＣＢＷＭＰ）（仮訳）  

村開発委員会（ＶＤＣ）：プムディ・ブムディ      集落番号：１  
１．村落資源  
a. 水道施設と水源地  ・ジャルクネ、ラプシボット、カリマチ、リタボットの水道施設  

・ジャルクネ、バダハレ、ダハラの水源地  
b. 貯水池      ・ダンジェパニとダハラの貯水池  
c. 歩道       ・アナヅ、タリクヘト、ガイヤクヘトの歩道  
d. 防護林  
 
２．現在の状態  
a. 水道施設と水源地 ・取水と貯水のためのタンクは漏れやすく、水場は手入れ  

が不十分。  
・ラプシボットにある一つの水源地は、大きく十分な水がある。  
・水源地は、小さく、自然のままで十分な手入れがされていない。 

b. 貯水地      ・水場から出る水を集めているため小さい。  
c. 土地       ・地滑りが、田んぼに被害を与えた。  
d. 歩道       ・歩道は狭く、傷んだ箇所が多い。  
e. 森林／植林    ・ほんのわずかの木が存在するが、残った土地は痩せている。  
f. 灌漑施設     ・ブュテ・コラシムレ・ケットの灌漑施設は、十分機能している。 
 
３．問題点  
a. 水道施設と水源地 ・ダハラとコディ、２つの地区の水道施設が不足している。  
           ・水源地は汚染されており、きれいな水を得ることは難しい。  
b. 貯水池      ・家畜のための水が不足している。  
c. 土地       ・地滑りが農地に被害を与えている  
d. 歩道       ・村内の歩道は歩くことが困難である。  
e. 森林／植林    ・家畜飼料と薪炭材が不足している。土壌浸食。  
 
４．望ましい理想の状態  

・ きれいな飲み水を、ダハラとコディの人々が利用できる。  
・ 全ての水源地は手入れされ、適正に管理され、きれいな飲み水が利用される。  
・ 水場からのあふれた水は、貯水池に集められ、家畜のために利用される。  
・ 貯水池に集まった水は、住民の収入増加のため野菜の栽培に使われる。  
・ 歩道は維持され歩きやすい。  
・ 地滑りが減少する。  
・ 樹木が増える。そして、そこから十分な林産物が得られる。  
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参考２  
村落資源管理計画（ＣＲＭＰ）要約（仮訳）  

村開発委員会（ＶＤＣ）：プムディ・ブムディ 集落番号：１  日付：２００１／５／１  
集落保全委員会（ＷＣＣ）の代表：Ｍｒ．セシュ・ラマン・バラル  世  帯  数：２１７  

予算（案）  ３年計画   
活動名  

 

 
補

助

率  
(%) 

合計  
（ルピー）  

ＷＣＣ  
（ ル ピ

ー）  

プロジェ

クト（ル

ピー）  

実

行

中

の

計

画  

１年目  ２年目  ３年目  

１．ジャルクーネ

の簡易水道事業  
60 
 

   83,228 
 

  33,292 
 

  49,936 
 

 
 

83,228 
 

 
 

 
 

２．バンパラから

アナドゥまでの歩

道整備事業  
40 
 

  103,407 
 

   
62,045 
 

   
41,362 
 

 
 

 
 

103,407 
 

 
 

３．ガイヤクヘト

からタリクヘトま

での歩道整備事業  
40 
 

  114,011 
 

   
68,407 
 

   
45,604 
 

 
 

 
 

114,011 
 

 
 

４．ドゥデの貯水

池建設事業  40    80,697 
   
48,419 

   
32,278    80,697  

５．バダハレの簡

易水道事業  60    61,364 
   
24,546 

   
36,818    61,364  

６．チョレパタン

からシャンティス

パまでの歩道整備

事業  40    64,317 
   
38,591 

   
25,726    64,317  

７．ダハラの貯水

池建設事業  
40    49,315   29,589   19,726     49,315 

８ ． ガ イ リ ク ヘ

ト・ピパルボトの

簡易水道事業  60    58,080   23,232   34,848     58,080 
９．植林事業  

50    25,933   12,967   12,966     25,933 
年

合

計   83,228 423,796 133,328 

 
総   計  

640,352 341,088 299,264 

補

助

額   49,936 181,788  67,540 
付属品：サブプロジェクトの概略  
 
（プロジェクトチーフアドバイザーのサイン）     （郡土壌保全事務所長のサイン） 

日  付                         日   付  
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5-2 村落振興  
 
5-2-1 活動の実施状況  

村落振興分野の活動は郡の行政機関を通してワード（集落）ごとに森林・土壌保全計画

を立て、集落自身で計画を実施していくものである。特に集落の実施者である村民による

意志決定機関としてのＷＣＣ委員会を通して森林保全プログラムが決定される過程を確立

させることにより持続性を計りたいとする狙いがある。この過程をプロジェクトの技術移

転の対象として、「村おこしと緑のプロジェクト」の意味を持つ SABIHAA（サビハ）モデ

ルをプロジェクトとして実施していく事である。このモデルのスローガンを「緑の森と流

域の環境（作り）は村おこしの事例から」として、住民の村おこしにより森林と土壌保全

を行える体制を整え事業を住民により実施していくものとしている。プロジェクトの活動

の基となる SABIHAA モデルとは VDC（村開発委員会）のもとで村落資源のワークショッ

プを開催し、集落ごとに集落保全委員会（WCC）を形成させて、この委員会の下で住民に

より事業が採択され、これが実施されていく事である。WCC による活動はまず、住民に

よる「管理見通し」を作成し、集落の開発のグランド・デザインとし将来像を作り上げる。

その後、「村落資源管理計画策定」として 3 年間の実施計画をつくり、具体的な開発活動

を計画する。この中で優先順位の高いものから順次 1 年ごとに活動を実施していく。この

活動は住民の作ったユーザーグループ（UG）によって実施される。また、女性のグルー

プ活動として POWER グループを作り女性の開発についての活動をおこなう。プロジェク

トは WCC に対して年間活動計画の策定により、実施予定の事業に対して資金支援を行う。

プロジェクトとしては 3 回、3 年間実施することによりこのシステムが集落で持続できる

ことをねらいとしている。活動実施後、評価と反省を行いフォローアップまたは次の事業

に対するフィードバックについて検討を行う。村落振興は VDC のなかで WCC を作り、村

落開発を自主的に進めていくようなシステムを作ることが主要な活動となる。村落振興分

野活動で重要な部分は住民が WCC を結成し、開発計画を作成し、ユーザーグループによ

る開発の実施である。このために村のモチベーター（住民アシスタント）が住民に対して

ファシリテーションを行う必要がある。そのためのトレーニングの実施がプロジェクトと

して重要な活動となる。また、モチベーターの活動をコーディネーションし、ガイダンス

を行う土壌保全事務所の中堅技術者に対する指導とプログラムの理解度を高める活動も重

要となる。したがって、現地での活動は DSCO 中堅技術者、モチベーターによって実施さ

れ、これに対して、プロジェクトの専門家の活動は直接現地で技術移転を行うことではな

く、DSCO 中堅技術者、モチベーター、WCC 等に対するトレーニングや技術支援を土壌

保全事務所で行うことであり、またカウンターパートが技術を受け継ぐ事である。  
PDM によるプロジェクトの活動は下記の通りであり、村落振興分野は全活動にかかわっ

ている。  
１．ユーザーグループ及び WCC を組織し、強化する。  
２．住民による村落資源管理計画及び年間計画の作成・実施・モニタリング・評価を支援

する。  
３．プロジェクトのモデル全体に社会・ジェンダー配慮の視点を反映させる。  
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４．住民男女参加による流域管理見通しを作成する。  
５．住民参加型村落資源管理事業実施に必要な能力を土壌保全流域管理局職員が身に付け

る。  
つまり村落振興分野は WCC を作り、この委員会の下でユーザーグループによって事業

が出来る体制を作ることであり、このシステムつくりを集落の VDC 活動として持続させ

る必要がある。これをプロモートするためにもモチベーターを育成する事がプロジェクト

として重要である。そのためのトレーニングは活動の柱となる。彼らをサポーする MD チ

ームが技術的に事業を可能になるようにプロジェクトはトレーニング、ミーティングで

MD チームを支える。そしてこのチームの自主的な活動によって組織、体制の強化を計る

ことで SABIHAA モデルが運用できる事になる。  
この考え方を基本として村落振興分野（専門家）は下記の活動に従事した。  

１．WCC 関連における活動  
１）モニタリング  

(1) システム機能及び各種報告書の内容チェック  
(2) DSCO との共有化のチェック  
(3) DSCO とモチベーターへのワークショップの実施  

２）トレーニング、スタディーツアー  
(1) 申請書のチェックとモニタリング  
(2) MD チームに対する助言  

３）他機関からの情報提供  
２．DSCO 関連における活動  

１）コミュニケーションの促進  
２）中堅技術者・モチベーターへのトレーニング  
３）ワークショップ  
４）情報のコンピュータ化  

３．他機関との連絡調整  
また、中間評価において村落振興分野の活動に対して、次の 6 課題について評価として

まとめる。  
１．設立支援  
２．基金設立支援  
３．組織強化・能力拡充支援  
４．組織活動のモニタリング・評価  
５．活動終了後のフォローアップ  
６．住民参加による計画・実施・評価開発システムの開発  
 
5-2-2 成果の達成状況  

PDM による成果達成の指標として下記のものを当初かかげた。  
(1) 2 年次の終わりまでに、対象地域すべてにおいて WCC が設立される。  
(2) 50％の WCC がグループ活動として組織活動を行う事が出来る。  
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(3) 50％の WCC が資金管理を自分でする事が出来る。  
(4) 50％の WCC が制度化される。  
(5) POWER グループがサブプロジェクトの実施段階にうまく機能している。  
(6) ユーザーグループがサブプロジェクトの実施段階においてうまく機能している。  
(7) CRMP 及び AAP が村落の現状を反映している。  
(8) 適正な技術を用いて CRMP と AAP が形成される。  
(9) 住民が村落資源管理のコンセプトを理解している。  
(10) サブプロジェクトが予定通り完了している。  
(11) WCC／ユーザーグループが維持管理についてビジョンを持っている。  
(12) 50％の WCC が村落資源を管理することが可能である。  

以上の指標に対して概ね、活動は順調に進んでいると判断された。 (1)、(2)、(3)、(4)に
ついては目標値を全て越えていることを確認した。(5)においては次章で詳細に評価するの

でここでは省力する。 (6)については概ね順調に進んでいるものの、初回はうまく進むが 2
回、3 回進むにつれて機能しなくなる傾向を示すことがある。時には単に予算消化の事業

になっているとの報告も受けている。 (7)、 (8)、 (9)、 (10)、 (11)、 (12)ついては森林保全 /
流域管理分野での評価ともなるのでここでは記載しないが、まだ十分に住民のものとなっ

ていないようであり時間が必要とされる。  
さらに終了時評価も中間評価に基づいた６項目に沿った形で評価し、まとめたものを記

述する。  
 
１．設立支援  

まず本プロジェクトの実施部門となる WCC について、この形成をデーターによって調

査するとすでに対象村全部の集落で WCC が形成されたことがわかった。この状況はすで

に中間時評価でも明らかのように WCC 形成においては 100％の成果を得ている。本調査

において、ユーザーグループと WCC が組織化されることに対して下記のような結果を得

ている。WCC の形成はカスキ郡５村において、対象村の 45 ワードの全ワードにおいて

WCC が形成された。WCC メンバーの合計は 440 人（うち女性は 185 人で 42.0％、アウ

トオブカースト‐被差別職業カースト‐の参加率は 14.8％）となっている。また、１ワー

ドの平均メンバー数は 9.8 人となる。  
また、パルバット郡５村について、対象村の全ワードの 43 ワードで WCC が形成され、

メンバーの合計が 356 人（うち女性は 148 人で 41.6％、アウトオブカースト‐被差別職業

カースト‐の参加率は 11.5％）となっている。また、１ワードの平均メンバー数は 8.1 人

である。そして、活動としてインフォーメーションの収集と POWER グループに対するト

レーニングとスタディツアー及びフィールド訪問については２郡 10 村の全対象村ですで

に実施されている。また、サブプロジェクトは２年目まではほぼ全対象ワードで実施が終

了しているが、３年目についてはカスキ郡でやや進んでいるものの、パルバット郡ではあ

まり進んでいない。しかしながら残された期間でさらに実施が進むものと考えられる。  
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２．基金設立支援  
WCC 管理費はワード毎に管理され、帳簿を作成している。2004 年 1 月 19 日現在の専

門家のデーターによるとプロジェクトから 1 ワードに支出された予算は 13,000 から

19,000 ルピーの間にあり、VDC にもよるが現在までに約半分の支出を行っている。支出

費目はおおよそミーティング経費（茶菓子）33％、帳簿作成経費等 7％、交通費 35％、そ

の他 25％となっている。基金はプロジェクトからの管理費からだけなく、個別事業実施後

の予算残金とメンバー間 でルールを作って独自の収入を積 み立てたものとを合 わせて

WCC マネージメント費として蓄えられている。すでに多くの WCC でルールを決め冠婚葬

祭や外国人雇用に対して寄付をするように促し、積立金を増やしているとのレポートがな

されている。  
また、サブプロジェクトに関してはカスキ郡５村 204 件の完了プロジェクトに対して WCC
として 1,095 万ルピー、プロジェクトとして 946 万ルピーの合計 2,042 万ルピーを補助し、

またパルバット郡 5 村については 111 件の完了プロジェクトに関して WCC として 870 万

ルピーを、プロジェクトとして 470 万ルピーの合計 1,341 万ルピーを補助している。現在

実施中のサブプロジェクトについてはカスキ郡の 5 村における 17 件に対して、WCC に

131 万ルピー、プロジェクトに 76 万ルピー合計 207 万ルピーを補助し、パラバット郡は

これからである。  
 
３．組織強化・能力拡充支援  

「住民による村落資源管理計画及び年間計画の作成・実施・モニタリング・評価を支援

する」に対しては、MD チームが中心となって「WCC パッケージトレーニング」を 10 村

中 4 村で実施した。このトレーニングで住民に対して年間計画の作成指導と帳簿、会計報

告書の作成指導を行い事業の透明性を図った。また、モニタリング、評価に関しては月例

報告書、議事録の作成を義務付け、これをプロジェクトでモニタリングし、適切な指示を

現場に行えるようなシステムを作った。WCC の活動については WCC 夫々で発展の違いが

あり、WCC 間格差が認められる。出来れば全ての WCC で高いレベルでの活動に推移して

いくよう指導する必要がある。  
スタディツアーは全 WCC で実施されており、AAP1 としてグループのモービライゼー

ションと AAP2 としての農業についての 2 種のツアーを実施している。参加者は 1 回で２

０－３０人の参加者があり、WCC にもよるが男性 7 割、女性 3 割となっている。しかし、

どちらかが 100％となることはなかった。  
 
４．組織活動のモニタリング・評価  

モニタリングについては WCC 月例報告書、会計報告書、メンバー変更等の記録の作成

によりシステムが機能しているかをチェックしているが、報告書の作成において必ずしも

満足の行くものでなかった。そこで、現在、形式を改定し専門家に回覧を行っている。こ

のようにモニタリングにおいては最終段階でかなりの進歩が見受けられる。また、WCC
のモニタリングに当たっては WCC monitoring sheet を作成し VDC レベルで全対象ワー

ドについて 62 項目のチェックリストを作成し活動の進捗状況をモニタリングしている。
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さらに 4 年目から、他のモニタリング方法として住民に対する質問の回答から現況の村の

活動、自立性についての分析を自己評価としておこなうスパイダー・ウエブ・モデルを導

入している。調査は現在終了しているが、分析は現在進行中であり、WCC における一応

の傾向が見られる。これによると、グループマネージメント、資金管理、コミュニティー

資源管理、参加度、組織・制度管理調整（インスティテュショナルマネージメントとコー

ディネーション）の 5 要素について 5 段階評価を行い、ウエブを作成しているが、グルー

プマネージメントは概ね高い達成度を示しており、資金管理においては低い状況を示す

WCC が多い。この手法は分かりやすいがしかしながら、評価方法は住民が理解できるよ

うに簡素化、単純化する必要があり、外部者の興味だけで導入、作成してはならない。時

としてデーターを複雑化したり、間違った解析を行ったりすることがあるので専門家は注

意深く見守る必要があろう。  
 
５．活動終了後のフォローアップ  

活動終了後においては SABIHAA モデルを彼ら自身で実施していけることが重要であり

そのためのフォローアップが必要とされる。特にフェーズ II における実施方針の転換によ

って、現況の新活動が約 2 年間空白状態であったことから、この部分の活動をフォローす

る必要があろう。現実に活動が後半に向けられたパルバット郡においてはまだ十分な活動

が終了していない。したがって活動の質的な部分において必ずしも満足の行くものではな

い。活動の持続性を得るためのフォローアップは最も必要とされるものである。そのため

にはユーザーグループ、WCC の活動を持続するためにモチベーター、DSCO 中堅技術者、

MD チームの人材育成が重要でありこれを実施する研修が必要であろう。また、モデルを

実施するための予算の確保である。何らかの形でこれらがフォローされる必要があろう。  
 
６．住民参加による計画・実施・評価システムの開発  

SABIHAA モデルが住民によって計画され、プロジェクトが実施され、彼ら自身によっ

て評価される一連のシステムが出来ることで住民参加型システムが出来上がる。計画、実

施部分は SABIHAA モデルがカバーできるが、評価については村の自立発展性を５要因で

評価するスパイダー・ウエブ・モデルが導入された。この評価結果を住民自身で確認する

事で次のステップへと彼ら自身で進む事が出来るので有効な評価方法となっている。しか

しながら、余りにもデーター収集や質問票の取りまとめ分析でモデルが複雑化したり、住

民の能力以上のものを期待したりすると折角のモデルも実行できなくなる恐れがあり、気

をつける必要があろう。あくまでも最後は住民が資金の問題も含め、自分達で村落開発を

進めていく力をつけることであり、このシステムの開発として SABIHAA モデルを実施で

きる能力をつけさせることである。  
 
5-2-3 評価結果の分析  

SABIHAA モデルの推進により WCC が形成され、ほとんどの集落で開発事業が開始さ

れた。しかし、現段階で事業の多くは生活に関連するもので、森林・土壌保全に関する活

動は僅かにすぎなかった。プロジェクトは活動のロジカルフレームとして SABIHAA モデ
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ル実施により「住民の能力向上、エンパワーメント」につながり「住民自身による適切な

村落資源管理」が出来るようになり、これが「貧困の緩和と自然環境の改善」につながる

という上位目標達成までの流れを確立する事である。現時点では持続性を得るためのエン

パワーメントに行く過程までは確認しがたい状況である。インパクトとしてこのモデルを

導入する事で何らかの開発に対するアクションが働いた事は調査ミーティングの聞き取り

によっても理解できた。しかしながらこれが持続できるかは、現段階では評価不可能であ

る。このことに関連し、下記のような問題を残している。  
１） 現在の専門家の業務を誰が引き継ぐのか。または専門家の業務が土壌保全局の

職員全員にハンドオーバーできる状態になっているのかが終了時評価基準とな

る。  
２） 村落振興の活動がプロジェクト目標、上位目標につながっているのか。特に土

壌保全と森林保全につながっているのか。  
３） SABIHAA モデルが十分活用できるのか。特に村の治安状況の悪さと、国から

の予算示達がなされていない現状を考えた場合の予算処置はどうするのか。  
 
＜所感＞ 

本プロジェクトの評価を実施するのに当たり、評価グリットを設定して、これを通して

プログラム、活動を詳細に評価する手法が取られているが、プロジェクト全体の問題につ

いては所感として記すことにした。特に上記した課題を中心に意見を述べることにした。 

 

１）プロジェクトの持続性の面から、どの様に業務、活動を「ネ」側カウンターパートに

引き継ぐか、技術移転するかは重要な課題である。本プロジェクトでは専門家に対する特

定のカウンターパートは決まっておらず夫々の仕事、セクションにおける業務に携わる

「ネ」側スタッフがカウンターパートとなる。個々的な技術、手法はカウンターパートに

移転できても、これをマネージするセクション、人が必要である。各郡の土壌保全事務所

（DSCO）長が統括する事になるので、彼が実質的な SABIHAA モデルの実施継続者にな

る。しかしこのモデルの実施責任者、モデルの拡大、普及、持続性を図る人は誰かという

ことになると土壌保全流域管理局（DSCWM）ということになるであろう。しかし、彼ら

は通常カトマンドゥにおり、プロジェクトには遠い所に位置するために直接プロジェクト

に携わることが難しいと同時に、誰がプロジェクトの責任者であるか明確でない。したが

って、プロジェクトが終了したあとの業務の引継ぎに問題が残こり、持続性に影響を及ぼ

すことになる。プロジェクトとしては専門家の業務を単に技術として引き継ぐようにする

だけでなく、活動が持続できるような体制、システムを形式的でなく実質的な体制を残す

必要があろう。特に村落開発の専門家がいなくなったあとは「ネ」側の誰が専門家の業務

を行うのか、明確にする必要がある。専門家は MD チームの総括的役割を持っているが、

この中で、MD チームの技術が十分でないとの評価結果も得ているが、それでは今後誰が

この問題を補完するのか明確にしておく必要がある。先に述べた DSCO 所長でよいのか、

また彼らで出来るのか疑問が残る。プロジェクトにおける専門家の役割の引継ぎが問題と

なる。単なる、プロジェクトを実施するために組み込まれた「ネ」側スタッフの役割を果
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たしていたのか、プロジェクトが「ネ」側で実施できるためのシステムを考えた技術移転

する役目を担っていたのかという違いがあるように思われる。  
 
２）上記２）に関する上位目標である「村おこしと（による）緑のプロジェクト」までの

行動実施にはさらに時間を要すると考える。これらの問題を解決するための方策として、

WCC が開発計画を作成したときに、資源保全管理事業に関する活動に対する研修の強化

と資源保全の理解を深めさせる必要がある。また、必要に応じてモチベーターによる積極

的なリードが必要となるかもしれない。また、予算面からみると、額が限られているため

に計画案件が小規模のものに限定される恐れがある。特に資源保全管理事業は時として大

型の予算を必要とし、WCC だけでは対応できないこともあるので WCC での共同事業など

を考える必要があろう。限られた予算で、時間的にも早く（1 年）終了させて、住民のニ

ーズのある案件となると、とかく身近な事業となってしまう。実施されたユーザーグルー

プの事業のなかで歩道整備事業（152 件）、トイレ建設事業（39 件）が比較的多いのはこ

のよい例である。ただし、POWER グループにおける事業については次章で述べることに

する。この問題は今後の課題でもあり、プロジェクトとしてこの活動が住民の生活に密着

している事を十分に研修させる必要があり、いくつかのモデルケースを示すよう心がける

必要がある。また、特記すべきは研修において村の開発案件形成が住民自身で実施できる

ようになり、計画案作成、申請書作成、予算・会計書作成が可能となった事で、事業に透

明性が出来た事である。この効果はマオイストに対しても効果が大きいといわれ、事業に

対する妨害はないとの報告を受けている。このように開発における住民の取り組みに対し

て、基本的な能力を身に付けさせることは重要であり、そのために研修はプロジェクトに

とって重要な活動となる。同様に POWER における識字教育は最も重要な研修になるもの

と考える。また、フェーズ II で強調されなかった、女性だけでなく社会的弱者に対する取

り組みがさらに必要となろう。  
 
３）SABIHAA モデル導入の持続性には村開発としての予算的処置が必要とされる。この

モデルは予算面において最終的に国の村落開発予算の活用を考えている。しかし、現在こ

の予算の執行は滞っており、当面使用不可能と考える。また、VDC の人選も出来ない状態

であり、村落活動は低迷する恐れがある。このような非常事態を乗り切るためには、何ら

かの予算の手当てをプロジェクト終了後も考える必要があるのではないかと考える。さら

に、本プロジェクトで雇用して実施している事業に関しても、今後何らかの予算的な処置

を講じなければ持続性は困難である。特にモチベーターについては現状でプロジェクトを

推進していくキーパーソンとなっている。ネパール側の予算処置によりモチベーターが雇

用される事が望ましいが、KR ファンドの活用が難しくなる状況では、ネパール政府にと

っては資金的に難しい問題となるであろう。また、この問題はネパール側のことであると

割り切れない部分もあり、集落独自の予算で雇用出来る事が理想であり、最終的には国の

補助金なしで、集落／農村としての独立した資源管理体制を自ら作る事が国の安定しない

地域で必要であり、真の住民のエンパワーメントとなるものと考える。しかしながら、限

られた村の予算、住民の収入からして無理であり、また国からの処置も出来なければ、自
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立の状態に至るまでの間、最小限のサポートが必要である。さもなければ単に技術移転し

ただけではモデルの持続性を維持する事は困難であろう。  
 
４）本プロジェクトの村落振興に対するアプローチは非常にユニークで、重要な要素を含

んでいると考える。専門家、プロジェクト雇用のスタッフが現地に入れない状況で生み出

された手法として試みられたものであり、村の組織形成面ではほぼ成功したと思われる。

しかしながらプロジェクトの本来の目的である、森林保全と土地保全に対してはまだ十分

な結果が出ていないと考える。無論、効果を発するための時間が少ないという点、間接的

な活動であるための時間的な要因もあるが、やはり活動の質的な面の弱さが大きいと考え

る。特に住民、モチベーター、DSCO スタッフ、専門家との信頼関係は必要であり、また

スタッフ間、専門家間の信頼がなければ質的によいものにならないと考える。システムを

構築するという場合には、システムを動かすために、さらにこの要素が重要となることを

プロジェクトの運営管理面から十分考慮しなければならないと考える。  
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5-3 社会・ジェンダー 
 
5-3-1 活動と達成状況  

 ネパール国の女性や社会的弱者（DAG）1などの現状、また住民参加型村落資源管理支援

には不可欠であるとして、本プロジェクトの開始当初から社会・ジェンダー分野担当の日

本人専門家が派遣されてきた。専門家はプロジェクトのあらゆるプロセス・活動に社会・

ジェンダー主流化（適切な社会・ジェンダー配慮が実施されていくこと）が達成されるよ

う活動を行っている。治安上の理由から、日本人専門家並びに JICA 雇用のスタッフは実

施サイトを訪問出来ないので、現場における全ての指導、活動および活動報告はネパール

側カウンターパートを通じて実施するという形態が現在でも続いている。  

こうした制約のなかでネパール側のオーナーシップが醸成され、積極的かつ自主的な活

動も実施された。しかしながら、ポリシーワークシップなどで社会・ジェンダー視点から

プロジェクト活動を見直したところ、社会的弱者の参加が弱いなどの不具合が認められ改

善していくこととなった。改善活動の一環として社会・ジェンダー分野モニタリング調査 2

を実施したところ、社会・ジェンダー主流化の不十分な点があらためて浮き彫りになった。

今回の評価時点では、変更や強化の必要のあるものを見直し、フェーズアウトを視野に入

れた活動計画をたて、質的な充実と実践に重点をおいた活動がなされていた。  

 

（１） 社会・ジェンダー配慮実施体制の整備  

① 活動の明確化とフォーカルポイント 3の設置  

 社会・ジェンダー配慮実施のための活動をプロジェクト全体の取り組みとして実施

していくために、計３回のポリシーワークショップが MD チーム、日本人専門家、

MLT 等が参加して実施され、以下の統一見解が作成された。  

 

＊ プロジェクト活動における社会・ジェンダー配慮  
- プロジェクト活動のあらゆる過程における社会・ジェンダー配慮の主流化  
- 女性のみもしくは被差別職業カーストが過半数以上を占めるユーザーグループ

に対する特別配慮  
- ＷＣＣメンバーの３０％以上女性とする  
- 社会・ジェンダーチームの設置（フォーカルポイント）  
＊ プロジェクトステークホルダーのキャパシティビルディング  
- 社会・ジェンダー配慮関連のトレーニング・ワークショップ、スタディツアー

等の実施  
- POWER プログラムを通した女性のエンパワーメント  
- 月例会による社会ジェンダー及び POWER プログラムに関するフィールドのシ

ェアリング  

 

社会・ジェンダー主流化の運営体制は社会・ジェンダーチームをフォーカルポイン

トとし、社会・ジェンダー専門家と MD チームを中心に、参加希望者を巻き込む形

                                         
1 プロジェクト内ではカーストのみ、女性のみの取り扱いではないという理解から Disadvantage Group (DAG)
の表現の統一して取り扱う方向性にある。  
2 “Gender and Social Diversity Audit”. 現地では社会・ジェンダー AUDIT として馴染んでいるが、本稿では社

会・ジェンダー分野モニタリング調査と表現する。  
3 フォーカルポイントとは、社会・ジェンダー配慮を実施していく上で中心となる組織をいう。  
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が確立されている。  

 

② 社会・ジェンダー配慮のドキュメント（文書化）状況  

PDM： プロジェクトの枠組みの中に社会・ジェンダー配慮に関する項目が組み込

まれており、その重要性はプロジェクト関係者に認識されていると言える。具体的

には、活動の１つとして、「プロジェクトの開発過程にジェンダー及び社会的公正

配慮を導入する」ことであり、その成果は「公正に資源管理を行う能力が向上する」

ことである。その指標には WCC の女性メンバーの割合、女性または被差別職業カ

ースト（OC）によって独占的に組織されたユーザーグループ（UG）、UG における

女性／OC の代表者の有無などが設定されている。  

オペレーショナル・ガイドライン（OG）： 現場レベルの活動指針であるが、その

中に、具体的な社会・ジェンダー配慮の項目を盛り込んでいる。社会・ジェンダー

配慮が明記されたことによって、プロジェクト関係者へ必要性の理解は進んだと思

われるが、実際の活動に対するガイドラインとしての機能が弱いことがわかってき

た。SABIHAA モデルとして提示していくための改訂作業にとりかかっており、よ

り効果的に実践できるものとなることが期待される。  

フェーズアウト計画： フェーズアウトに向けてタスクフォースが組織され、フェ

ーズアウト計画作成のためのワークショップがモチベーター、MLT、MD チーム対

象と段階を経て実施された。作成された計画は、2003 年 9 月に JCC、続いて PMM

で承認された。計画は PDM の PO に沿って整理されており、担当サイトにおける社

会・ジェンダー配慮と POWER プログラムに関しても、その計画に従っておおむね

順調に進んでいる。  

啓蒙・普及資料： 対象村での活動開始時に社会・ジェンダー配慮の項目を含んだ

プロジェクト紹介パンフレットと POWER プログラム紹介パンフレットが作成され

た。その後プロジェクト中間報告レポート 4が作成され、その中でも社会・ジェンダ

ー配慮について報告がなされている。ニュースレターにも社会・ジェンダー配慮の

情報欄がもうけられ、情報が提供されるようになった。  

現在、プロジェクト紹介パンフレットを改訂予定で、これまでの経験を踏まえ、

改善した社会・ジェンダー配慮の項目が挿入される見込みである。  

今後カウンターパートとモチベーター向けに、フィールドにおける社会・ジェン

ダーに配慮したファシリテーションマニュアル作成を予定している。  

さらに、プロジェクトでは第１フェーズの経験も踏まえた、社会・ジェンダー配

慮の経験の集約について検討されている。  

 

（２） キャパシティビルディング  

① トレーニング、ワークショップ  

プロジェクト関係者を対象とした社会・ジェンダー配慮の理解促進や適切な社会・

                                         
4 “Mid-Term report”,  CDFWCPII, Feb 2002 
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ジェンダー配慮実施のためのワークショップやトレーニングはカウンターパートのニ

ーズを優先して実施することとされ、第２フェーズ開始から体系的には実施されてこ

なかった。しかし、2002 年に社会・ジェンダー配慮の理解状況の確認を行ったところ、

当該分野における体系的な研修の追加の必要性が認められ、以降今日まで、インフォ

ーマルなワークショップから専門的な社会・ジェンダートレーニングまで計画的に実

施されている。  
社会・ジェンダー分野モニタリング調査はプロジェクトの現状を認識するには大変

役立つものとなったと同時に、C/P が表面的なものでなく本質的に社会・ジェンダー

理解を促進するためのツールとしても役立った。  
また、WCC メンバーに対するトレーニングはこれまで WCC 導入ワークショップで、

社会・ジェンダー配慮と POWER プログラム運営の説明を１日で実施するだけであっ

たが、2004 年 2 月中旬より全 88WCC 対象に 4 日間の社会・ジェンダーに配慮したグ

ループマネージメントトレーニングを計画中であり、１WCC につき 3 名（男女及び

DAG）のメンバーが参加する予定である。  
 

② 業務経験の共有  

上記のような活動の見直しの結果、月例会で必ず社会・ジェンダー配慮や POWER
プログラムの実践について、それぞれの活動の経験や問題点を共有することになり、

カウンターパートの能力向上が図られるようになった。  

 

③ POWER プログラム  

第２フェーズ開始当初から POWER プログラムの運営に活動が集中したため｢社

会・ジェンダー配慮｣は｢POWER プログラム｣の実施との誤認があったが、ポリシーワ

ークショップにてカウンターパートとともに｢POWER プログラム｣は｢社会・ジェンダ

ー配慮｣活動の中に含まれ、POWER プログラムは SABIHAA の活動を促進するため

の女性へのキャパシティビルディングという位置づけが再確認された。しかし、フェ

ーズアウトや SABIHAA モデルの中での取り扱いのために WCC との関係を含め、

POWER プログラムの方向性と目的を明確化させるという課題を抱えている。  
達成状況としては、POWERプログラムの参加者は活動したことに大変満足してい

る。各グループは達成度に差はあるものの、エンパワーメントされた事例が報告され

ている。村落住民からはグループとしての取り組みに関しては概ね賛同と協力を得ら

れるようになっている。調査時点では86のPOWERグループの女性がプログラムに沿っ

た活動を実施中であり、活動状況は次の通り。  

識字教室： 導入コース (Introductory Course) 前にはカスキ郡の3VDCに27グルー

プが形成され、基礎コース（Basic Course）開始前にはこれまでと合わせ87POWER
グループとなった。87グループ全てが基礎コースを終了したが、１グループが発展

コース（Post Literacy Course）の修了試験前に中止となった。現在は86グループ、

1,464人に対して6カ月に変更された自主継続コース（Continuous Learning 



－37－ 

Course）を実施中である。プロジェクトで作成した教材は3冊構成 5で識字能力の維

持を目指すと同時に村落生活技術の伝達も意図されており、それぞれのグループの

方針にそって自分たちのペースで好きな教材からはじめられるような工夫もあり、

受講者からの評判も良好である。  

先進地訪問・研修旅行： カスキ郡では全て終了し、パルバット郡においては 41
グループ中で残った 8 グループがこれから実施予定である。グループは１日から４

日間程度で農家や NGO を訪問し、先進地域の活動方法や新しい生活技術の見学、

これから実施予定の生活改善事業の手法学習を行った。実施後視野が広められ、活

動に好影響を与えた。  

基金の運用・グループの運営： 識字教室の発展コース開催中より、それぞれの

POWER グループではグループ基金の創設が進められ、78 グループ（8 グループは

未創設）が調査時点で 1,000 ルピーから 27,000 ルピー程度の額を所有している。

現在はグループ内での少額貸付に利用したり、今後の生活向上事業への利用が計画

されたりしているが、その使用方法・運営方法や管理についても現在学習過程にあ

る。  

生活向上事業： 2003 年 10 月より順次開始しており、調査時に 86 グループ中 67
グループがそれぞれ開始しており、残りのグループも順次開始予定である。事業の

種類としてはほとんどが山羊飼育の所得向上事業で、40 グループが実施。中には複

数実施しているグループもある。プロジェクト終了時までに成果や継続性を計るこ

とは時間的にも困難と予想される。  

 

（３） 評価・モニタリング活動  

① システムの整備  

社会・ジェンダー配慮視点で整理 した WCC とサブプロジェクトの状況並びに

POWER プログラムの評価・モニタリングシステムが整備された。システムに沿った

データー収集・管理と分析が行われ、必要に応じカウンターパートにフィードバック

されている。また、資料の適切な管理と情報の整理のためにファイリングシステムが

確立され、カウンターパートが利用しやすい状況が整えられた。  

WCC については、男女別、カースト別、WCC メンバーに変更があった際の理由、

選挙によって選ばれた WCC メンバーの割合などがモニタリングされている。WCC の

女性メンバー30%以上の基準は全てクリアし、これまで同様の 40％程度で推移してい

る。  

サブプロジェクトについては受益者の性別、カースト別、受益頻度がクロス集計さ

れるようになった。  

POWER プログラムについては、それぞれのグループについて、活動参加者名簿、

                                         
5 直接書き込めるワークブック形式で、６分野から成っている。 

1冊目は「収入向上」と「基金運営（Fund Management）」、 

2冊目は「自然資源管理（ Natural Resource Management）」、 

3冊目は「社会・ジェンダー」、「女児売買（ Girl Trafficking）」、「私達の健康」。 
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予算執行状況、グループ活動実施状況がなどの基本情報が集計されていて、必要に応

じて２次加工が出来る状態にある。  

 

② 社会・ジェンダー分野モニタリング調査  

第２フェーズ開始から社会・ジェンダー配慮による変化を具体的に把握出来るイン

パクト調査などは実施されていなかったが、社会・ジェンダー分野モニタリング調査

を外部コンサルタントに委託し実施された。2003 年 8 月より 3 カ月にわたり「プロ

ジェクト関係者の社会・ジェンダー配慮の理解」、「プロジェクトにおける社会・ジェ

ンダーアプローチのインパクト」及び「プログラムデザインと実施」の 3 分野につい

て、約 500 人の関係者等 6へのインタビューと資料等を元に分析がなされた。  

プロジェクトはフィールドリサーチチームを結成し聞き取り等のサポートをする

とともに、プロジェクト全体の活動としてスタッフそれぞれが必要に応じて積極的に

取り組んだ。このように全体を巻き込むことによって社会・ジェンダー主流化に関係

者が真剣に取り組むきっかけにもなった。  

終了時評価直前に報告書が完成したが、その結果は、これまで統一基準で計られる

事のなかった「女性や社会的弱者のニーズが考慮されているか」、「意志決定への参加

があるか」などの項目を含め現時点での社会・ジェンダー配慮の実態とこれまでの取

り組みの変化、問題点が明確にされており、今後の活動へ多くの示唆を与えている。

この分析及び提案等を参考として、今後 SABIHAA モデルへの社会･ジェンダーの主

流化強化のために更なる改善活動を予定している。  

なお、ネパールにおいてはこれに類似する調査はケア・ネパール 7以外にはなく、そ

の取り組みに対して、土壌保全・流域管理局からは高い評価をうけており、主要ドナ

ー等関係機関の関心も高いと同時にサビハの取り組みを広く紹介する良い機会となっ

ている。  

 

（４） 透明性の確保  

プロジェクトの平等と公平性の見地から透明性の確保を積極的に取り組んでいる。

具体的には、オペレーショナル・ガイドライン (OG)を作成し、プロジェクトの枠組み

から、対象村が基準にそった援助を受け、同じ規定で事業実施できるよう細かく規定

し、プロジェクト実施関係者に周知している。OG の 5.20 Public information activity
にて WCC の活動状況、サブプロジェクトの進行状況、予算の執行状況等について、

プロジェクト内と VDC オフィスとワードに公示すること、さらに目安箱（Suggestion 
box）を設置し牽制機能をもたせることを明示している。またネパール語のニュース

レターを発行しプロジェクト関係者に配布し情報普及に努めている。  

 これまで、月例会の報告をもとに定期的にサブプロジェクトの契約・支払い状況、

進捗状況がプロジェクト事務所内、VDC 事務所、ワード事務所に公示された。目安箱

                                         
6 ネパール政府関係者、専門家、カウンターパート、村落住民、POWER グループ、ユーザーグループ、 WCC、

プロジェクト参加以外の人  
7 DSCWM で活動する NGO 
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に寄せられた意見は、慎重に調査され、必要に応じた対策が取られた。ニュースレタ

ーは隔月ベースで発行され、関係者に広くプロジェクトの活動状況、進行状況を広報

することが出来た。これらの活動により、全ての WCC が同一基準で不正なく実施さ

れている事実が多くの人々の目に届くものとなり、透明性が確保されていると関係者

から厚い信頼を得ている。  

 

5-3-2 評価結果の分析  

社会・ジェンダー主流化のための取り組みにより、参加住民やカウンターパート等の関

係者が改善され一定の評価が出来るが、SABIHAA モデルとしてプロジェクト全体に社会・

ジェンダー配慮が反映されているものとなるためにはより一層の取り組みが必要であり、

今後も社会・ジェンダー主流化の遅れを補完する活動が求められる。社会・ジェンダー主

流化は一朝一夕に達成されるものでなく、常にモニタリングし状況の変化に対応が必要で

ある。取り組み自体は JICA 事業においては数少ない事例であり、それなりに評価出来る 8が、

本質的な改善への到達という意味においては課題を残している状況と言える 9。  

 

（１） プロジェクト関係者の意識変化  

 調査時点において、プロジェクト関係者の社会・ジェンダー配慮に関する意識や実

践の変化にはばらつきが見られ、十分な効果を発現しているとは言い難く、長期的な

効果の持続を確保するためには、プロジェクトの遅れ相当の継続的な働きかけが必要

と判断される。  

 

① 村落住民  

女性以外の社会的弱者の参加は乏しく、それらの人々のエンパワーメントが遅れて

いる。実施過程において女性以外の社会的弱者、つまり被差別職業カーストの男性や

本当の貧困層などに WCC 活動やサブプロジェクト参加を促す十分な対策が講じら

れなかったために周縁化する傾向が認められた。  

WCC やユーザーグループからも、「女性にも仕事が任せられる」、「社会的弱者に

あたる人々の参加がなければ実際に事業が動かない」という発言やこれまで不参加だ

った人にも参加してもらうような働きかけも出始めていることより女性や社会的弱

者参加の重要性の認識が確立途上にあると言える。しかしながら、本質的な理解と実

践は、「WCC の女性メンバーと男性メンバーの比較において女性があまり尊重され

ていない」、「女性や社会的弱者の発言力がまだ弱い」、「実際の参加促進など具体的な

活動の実践方法がわからない」、「事業の実施を急いだためにきめ細やかな社会・ジェ

ンダー配慮が省略されてしまう」、「サブプロジェクトにおいて仕事の内容ではなく、

性別で賃金が決められ、賃金差が大きい」など不十分な点が認められる。  

                                         
8 JICA の WID 配慮の手引き書にも提示されているが、いわゆるジェンダープランニングにおける実施すべき配

慮項目については質の程度差があるものの全て満たしている。  
9 社会・ジェンダー配慮については「ゆりもどし」期とも言われ、ドナーや関係機関の多くも不十分な実施状況

が認められ、実績が上がっているとは言えない状況にある。  
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POWER プログラムに参加した多くの女性はある程度のエンパワーメントを示す

変化が認められる。「夫婦関係の変化」、「家庭内の事柄に対する決定権の増加」、「プ

ロジェクト開始時と比較して積極的に関わる者の出現」などがそれらの例である。こ

のようなポジティブな変化は他の村落住民（WCC やユーザーグループ）からも歓迎

されることとして受け入れられている。  
 

② カウンターパートの変化  

 中堅技術者（MLT）はオーナーシップが醸成され、積極的かつ自主的な活動を実

施し、村落住民の満足度は高い。しかし社会・ジェンダー配慮理解に差があったこと

とプロジェクト開始当時具体的な指針と研修がなく個人の判断により実施されたた

め業務遂行重視となる傾向が強かった。結果として POWER プログラムを通じた女

性のエンパワーメント促進に偏重してしまい、社会的弱者全体に裨益する主流化活動

としては弱い傾向に留まったと考えられる。社会・ジェンダー分野モニタリング調査

の過程や一連の社会・ジェンダー研修を通じ自分たちの弱点を把握しており、今後の

研修等での強化によりレベルの向上が可能と思われる。  

 DSCO 側 MD チームの社会・ジェンダーアシスタントとウーマンズモチベーター

には直接村を巡回し、それぞれ社会・ジェンダー配慮の質を高めていく活動が期待さ

れたが、役割が明確でなかった点もあるが、本人たちの社会・ジェンダー配慮知識が

不十分であり、能力的に役不足であったことは否めず、今後 DSCO のフォーカルポ

イントとして率先して実施していくレベルには達しているとは判断出来ない。現在の

フォレストアシスタントは MLT 同様にオーナーシップを発揮し、積極的にフィール

ドに出向き、社会・ジェンダー配慮の普及活動を率先して実施することが出来る。  

モチベーターの社会・ジェンダー理解は個人差があり知識と実践に乖離のある者も

いる。全体的な傾向として、プロジェクト側からの初期段階での体系的な研修実施が

不十分であったこともあり、能力が充分発揮できていない。ファシリテーターとして

率先していく態度に乏しいなどの問題があり、現レベルではフェーズアウト後も村の

人的資源として自らの手で社会・ジェンダー配慮を普及できるとは言い難い。  
 

（２） 社会・ジェンダー配慮導入の妥当性  

ネパール国の人々の現状に照らして、現在も社会配慮、ジェンダー配慮がなくては

ならない状況が続いているのは事実である 10。ネパールの国家５カ年計画や森林土壌

保全省政策にも明言されている。近頃ネパール国の政策として、省庁に職業被差別カ

ーストと女性の登用そして社会・ジェンダー担当官の配置が義務づけられ、森林・土

壌保全省にも社会・ジェンダー担当官が配置された。このような環境の中で、社会・

ジェンダー配慮を SABIHAA プロジェクトに組み込み、専門家を投入した事に関して

はネパール政府カウンターパート機関からも高い評価を得ている。従って、妥当であ

                                         
10 各種調査によっても明らかである。例えば国連開発計画の「人間開発報告書 2003」においてネパールの GDI
（ジェンダー開発指数）は 144 カ国中 119 位である。  



－41－ 

ったと評価でき、今後も継続すべきものと考えられる。  

 

（３） 社会・ジェンダー配慮の実施計画  

① アプローチの検討  

第１フェーズからの基本路線である、社会的弱者層へのターゲットプログラムを含

めた、社会・ジェンダー主流化のための活動というアプローチは関係者の変化をみて

も方向性は良かったと考えられる。印象として、第１フェーズの社会・ジェンダー配

慮が与えた影響の調査結果レベル 11と比べて現在の関係者も上位の人々は同等の変化

をみせているように思われる。しかしながら社会・ジェンダー配慮は POWER プログ

ラムであるという認識の誤りが生じたことなどから、プロジェクト全体へのアプロー

チ計画は POWER プログラムの計画と比して手薄であったと言える。また、POWER
プログラムは社会的弱者層へのパッケージプログラムであるという考え方から対象者

が女性だけに絞られた時点で、対象外の社会的弱者に対する対策が講じられなかった

事と POWER グループの形成に集中してしまった事により、POWER プログラムのみ

ならず、プロジェクト活動全般からもこれらの人々への働きかけが弱くなってしまっ

たものと推察される。  
 

② ガイドラインの整備  

社会・ジェンダー分野モニタリング調査でも指摘されているが、オペレーショナ

ル・ガイドラインによる明文化で成果をあげる一方、細かな規定や概念が不文律で

あることによって認識に差が生じ混乱したのも事実であろう。例えば WCC 女性メ

ンバー30％以上という絶対条件は達成したが、被差別職業カーストの参加や貧困層

の参加など努力目標としたものは配慮されなかったことがこれにあたる。今後はこ

れまでの結果と教訓を反映させた、オペレーショナル・ガイドラインの改定が必要

である。また、社会・ジェンダーファシリテーションマニュアルなど各種ドキュメ

ントの作成・整備も期待される。  

 

（４） 運営機能  

① 普及体制の整備状況  

 社会・ジェンダー専門家が孤立するのではなく、カウンターパートを巻き込んだ

活動が進められており、フォーカルポイントとして社会・ジェンダーチームが設置

さている。その核となる MD チームに DSCO カスキの次長、社会・ジェンダーアシ

スタント、ウーマンズモチベーター、フォレストアシスタントと DSCO 側の人員が

強化されたのは、長年の状況から考えると大変評価出来る。また、土壌保全局側に

社会・ジェンダー配慮を実施させるポストが設けられ徐々に体制の変化がみられる。

しかしながら、前述のように地方事務所レベルでフォーカルポイントが充分に機能

                                         
11 第１フェーズの終了時評価の際実施されたインパクト調査と名古屋大学が実施した調査においては、働きか

けによって変化があったとされている。  



－42－ 

するには至っておらず、継続的な働きかけが必要である。同時に、フェーズアウト

後の人材不足や SABIHA モデルに適用するシステム化された社会・ジェンダー配慮

体制の確立が期待される。  
 対象村においては MLT とモチベーター、村の取りまとめ組織である WCC メンバ

ーという体制であり、第１フェーズに比べると村落での活動人数が減少しているが、

ネパール全体の人材配置事情を考慮すれば、普及機能としては拡大が望めないと思

われる。  

 

② 育成された人材の投入  

プロジェクト関係者の社会・ジェンダー配慮の認識はプロジェクト側の働きかけ

かたそのものが反映された結果になっていると考えられる。第１フェーズの経験を

有する GPCP の派遣中止、NGO との契約解除、専門家の交替で、質、量ともに実

施能力が低下した点を考慮しより人材育成の強化が必要であるにも関わらず、結果

的には手薄な状況であった。カウンターパートも WCC メンバーも OJT にて経験を

積むにせよ、数日の基礎研修受講のみでは充分に育成されない。研修によるプロジ

ェクト開始初期の育成活動を充実させれば、早期より質的配慮が反映された活動の

実施が可能であったと推察する。  

 

（５） アプローチの有効性  

① 社会・ジェンダー配慮の普及  

カ ウ ン タ ー パ ー ト と対 象 住 民 が OJT で経 験 を積 み な が ら能 力 を向 上 させ 、

SABIHAA モデルを確立していくというプロセスも社会・ジェンダー配慮の性質上妥

当であると考えられる。しかしながら、第１フェーズで業務過多が指摘されたが、第

２フェーズも、スタートの遅れもあったが、早く上手く運営することを優先したこと

など業務過多が原因の不具合があり、結果的に社会・ジェンダー配慮がないがしろに

されてしまった。当事者自身の気づきや成長という質的な変化の促進に対する働きか

けが必要であったことはプロジェクトにおいても認識されているところである。時間、

対象範囲、実施内容という３要素の投入バランスがとれた活動を実施するための適切

な業務量の推計と３年間で３プロジェクトサイクルのタイムフローを眺めつつそれぞ

れの過程でどこまで実施するのかという見極めをもった戦略的な取り組みに欠けてい

たと推察される。  

また専門家や JICA 雇用の人材による直接指導が制限される中、「第１フェーズとの

状況の変化を理解しているか」、「普及時より社会・ジェンダー配慮が始まることを認

識しているか」、「プロジェクト内で共有する充実した資料を準備しているか」等の課

題に対する明確な対処がされていれば、効果の発現をより促進していたと思われる。  

 

② POWER プログラムの実施  

POWER プログラムに参加した女性の変化については、上記の（２）①村落住民の

変化の項目で示した通りである。プログラム個々の達成状況を見ると、識字教育につ
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いては最後まで終了出来た女性に関してはある程度の識字能力の継続性を認めても良

い 12と思われる。生活向上事業については、活動中の 86 グループ全てが事業を開始す

る予定であるが、調査時点で成果や継続性を計るのは困難である。先進地訪問・研修

旅行は視野を広める点では役だったと言えよう。グループ運営に関しプロジェクトか

ら組織育成という視点に立った働きかけが脆弱であったこともあり、基金の運用、グ

ループの運営は現在も学習過程にある。  
今後の POWER グループについて、社会的弱者のグループ活動を通じたコレクティ

ブエンパワーメントの場としてのあり方と、当初想定した WCC の機能が社会情勢に

より望めないことからフェーズアウトに向けてグループの方向性を明確にすることが

大きな課題となっており、第１フェーズとの違いによる変化を含めて、検討し改善す

ることが必要である。  

一方で、SABIHAA モデルとして DSCO が実施できる社会的弱者対象の特化プログ

ラムとしてどこまで実施出来るか、流域保全行政の範囲、DSCO の能力、予算等から

の見極めが必要である。  

 

③ 評価・モニタリング  

現時点では評価・モニタリングシステムは整備されているが、今回のように活動

現場に出向きモニタリング活動が出来ない時は開始当初より何らかの措置を講じ

るべきで、それにより実施過程で社会的弱者に対する働きかけの遅滞などの改善点

を早期発見し修正することが出来た可能性が高い。  

 

④ 情報や経験の共有  

組織としての経験（ Institution Memory）を上手く蓄積し、それらを分析する機

能を確立すれば、社会・ジェンダー主流化を促進するための活動にいっそう経験を

活かすことが出来たと思われる。また、マネージメントレベル、サイトレベルとも

定期的に人の異動があり、共通認識が伝達されていない状況も認められた。ポリシ

ーや考え方など運営を左右するような事項は極力文書化し全体で共有すべきであ

ると考えられる。また、方向性の舵取りとしてプロジェクトマネージャー的なポス

トを配置し長期間を通して一環的にモニタリングとアドバイス出来る対策がとら

れたら良かったと思われる。  

「社会・ジェンダー分野モニタリング調査報告書」はプロジェクト内においては

もちろんカウンターパート機関や関連ドナーとの経験共有には非常に役立った。今

後、社会・ジェンダー配慮の改善を通じて得られた結果を広く共有することにより

成果が外部に提示されることを期待する。  

 

（６） プロジェクト実施の透明性  

                                         
12 最初のドロップアウト率が 31％であったことは問題であるが、それ以降は低率で維持されている。識字能力

も自己紹介用に名札を作成してもらったが、インタビューした１３名中１名が補助を要したが WCC からの参加者

と比しても遜色がなかった。  
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ネパール国で実施される様々なプロジェクトは事業内容の細かい数字を公表するこ

とがなく、また実際金品の不正使用などが問題となることが散見される。本プロジェ

クトのアプローチでは前記 5-3-1（４）透明性の確保に記したように、オペレーショナ

ル・ガイドラインでプロジェクト実施について対象村全てが平等になるよう工夫され

たこと、そしてどのような人々によって、何に幾らの金額を使用して実施されたもの

かも合わせ全て公表しているので、大変明快で透明なものとなった。このアプローチ

により村に実際行くことが出来ない遠隔操作でもプロジェクト実施が可能であること

を証明したばかりでなく、村落住民、カウンターパートをはじめ、NGO や他の政府

関係者からも絶大な支持を受けている。  

さらに現在ネパール国の開発に影をおとしているマオイストの活動に対する自衛手

段ともなる。マオイストが政府機関や NGO、CBO に援助額の何割かの寄付を要求し

たり、要求に応じない場合は、事業の妨害や拉致、誘拐したりするなどの事件が起こ

り、やむを得ず活動を中止しているケースも見られるなかで、プロジェクト資金の使

途を、一般に公表することで不当な要求を予防する手法として評価できる。  

 

5-3-3 フェーズアウトまでの課題と提案  

（１）プロジェクトにおける課題  

社会・ジェンダー主流化の遅れを補完する活動として、社会・ジェンダー分野モニタリ

ング調査の結果を検討し、フェーズアウトを見据えた計画作成と活動を実施していく方向

で進んでいる。方向性は適切であるが、社会・ジェンダー主流化の遅れに対しては期間を

延長した対応が必要である。適切な活動が実施されれば改善されると思料する。具体的な

活動は以下の通りである。  

 

① プロジェクトが実施するモデルとしての社会・ジェンダー主流化の考え方を

整理し、特にジェンダー配慮に加えて社会配慮を具体的に盛り込んだ、オペ

レーショナル・ガイドラインの改訂。  

② これまでの経験に基づいた社会・ジェンダー配慮実践のためのファシリテー

ションマニュアルなどガイドラインや資料の作成・整備。  

③ POWER プログラムのアプローチと効果・効率の問題、また DSCO という組

織がどこまでコミット出来るのかといった問題を抱えている。これらを整理

し、DSCO が実施可能な社会的弱者特化プログラムの提示、女性省や母子保

健プログラムなど他分野での活動に摘要可能なモデルとしての提示など、経

験の活用先の検討。  

④ プロジェクトにおける社会・ジェンダー配慮の成果と教訓のとりまとめ。  

⑤ プロジェクト関係者の社会・ジェンダー配慮実践能力強化：体系的な研修活

動を通じ、DSCO 中堅技術者、モチベーターに対して運営能力促進を図る。

他方、WCC や村落住民への直接研修の実施。  

 

（２） JICA 事業の経験としての検証  
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社会・ジェンダー（当初は WID）専門家の派遣は、現在では幅広く認識されるようにな

ったが、10 年前の JICA プロジェクト方式技術協力においては試金石であったことは事実

であり、先駆けとしての役割を担うものであった。事実、森林関連プロジェクトにおいて

は本プロジェクトを参考に社会・ジェンダー配慮が広がっていった経緯もあり、また、他

事業部への広がりも見せている。社会・ジェンダー主流化を JICA の協力全てに反映させ

るためにも森林セクターのみの評価でなく、広く共有すべきものと考える。今回の調査は、

あくまで終了時評価の枠組みに限定したもので、改めて 10 年間の総括として焦点を絞っ

た何らかの調査実施と JICA 事業への活用を提案したい。  
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第６章．提言と教訓  
 
6-1 提言（終了時までの取組み、フォローアップ等）  
 

以下の点について、日・ネ双方の関係者に提言を行った（ミニッツに記載）。  
（１）2004 年 7 月 15 日のプロジェクト終了までに強化すべきこと。  

・ CBWMP および CRMP の見直し作業支援を通じて、DSCO 職員の自然資源管理

分野の技術力強化を図る。  
・ WCC に対しては研修を通じて、特にマネージメントに関する能力強化を図る。  
・ 社会・ジェンダー配慮の視点から OG の改訂を行うとともに、当該分野の活動を

レビューする。  
・ プロジェクト最終報告書の作成にあたっては、プロジェクトの実施プロセスと知

見を踏まえ、モデルの完成と、今後に向けた改善策を明らかにすること。  
・ 関係機関や他ドナーに向けて情報共有化を図ること。  

 
（２）プロジェクト終了後の期間  

プロジェクトの達成を確実なものとするため、日本・ネパール双方が概ね１年間の

フォローアップ期間を設けるよう提言する。フォローアップ期間中には、以下の活動

が含まれる。  
・ 関係機関及びドナーとの知見の共有に基づき、SABIHAA モデルのコンセプトを

周知させる。  
・ 自然資源管理及び社会・ジェンダー配慮に関する DSCO 職員の能力を強化する。 
・ 将来の普及に向け、自然資源管理及び社会・ジェンダー主流化を踏まえたガイド

ラインを改訂する。  
・ モデル村落に対し、改訂ガイドラインを踏まえた CBWMP 及び CRMP の見直し

のための人材育成を図る。  
・ DSCWM による他地域への｢SABIHAA モデル｣の複製活動に関して助言・指導す

る。  
 
（３）その他  

特にネパール政府には以下の配慮が求められる。  
・ ネパール政府は関係者の安全を確保すること。  
・ ネパール政府は JICA と協力し、モデルの他地域への適応に向けて努力すること。 
・ ネパール政府は協力の完全な終了後もモデルの有効性を検証するために、少なく

とも 3 年毎に対象地域のモニタリングを行うこと。  
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また、本フォローアップ終了後に現プロジェクトの成果を生かした面的な展開に向け

た将来構想については、合同評価チームの報告書には記載しなかったが、調査団内及び

ネパール側含む一部の関係者で議論したポイントのみ参考までに記載する。  
将来構想（現行プロジェクト終了後の活用策）  

・他の DSCO のスタッフの人材育成（OJT）の場としての現サイトの活用  
（生きたモデル＝スタッフ・農民の研修の場として）  

・同研修を受講後、やる気があり治安等一定の条件を満たす DSCO を数箇所選

定し、事業実施を支援（巡回指導、事業費一部補助）することでモデルの完成

度を高める。  
 
6-2 教訓  
 

多くの低開発国では、自然資源管理（森林、水、土など）を保全するためには、行政

主導による植林など土壌保全事業による方法では、行政の体制不足、予算の制約及び維

持管理面などから、限界があり、住民参加型村落資源管理のアプローチが適切とされて

いる。本件はその先駆的な案件で次のようなアプローチ／コンセプトを掲げている。  

１．住民による村落資源ワークショップの開催  
   ↓  
２．集落ごとに集落保全委員会を形成  
   ↓  
３．WCC の下で次の活動を通じ、ＯＪＴを行う  
１）流域管理見通し作成  
２）村落資源管理計画  
３）年間活動計画  
４）事業実施  
５）評価とフォローアップ  
   ↓  
４．エンパワーメント（住民の能力向上）  
   ↓  
５．住民自身による適切な村落資源管理  
   ↓  
６．貧困の緩和と自然環境の改善  

 
住民主導の事業計画では、結果として長期的な視点に立った流域管理（村落共有林や

防災など）よりも短期的なアメニティ向上（水道、歩道など）に高い優先度が与えられ

ることは止むを得ない。特に本プロジェクトでは治安問題により立ち上がりで遅延が生

じ、かつ JICA 側関係者がサイトに立ち入れない状況であったこともあり、住民や C/P
に対する自然資源管理の理解促進のための活動が不足することとなった。更に上位目標

に貧困緩和が謳われていることとも相俟って、流域管理見通しの改善よりも実際の事業

展開が優先されることとなった。このことから、同種のプロジェクトを実施する際には

住民に対して、流域管理の重要性を十分に理解させる活動を早期に計画する必要がある

SABIHHA モデル

プ ロ ジ ェ ク ト 目
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と思われる。  
【教訓１】住民参加型自然資源管理のプロジェクトでは、住民参加により自然資

源管理計画や事業計画を策定以前に C/P や地域住民に対して十分な研

修を行うことが望ましい。  
 
また、プロジェクト目標の「モデル」という概念にも本件の関係者間で、若干考え方

（コンセプト）の相違が見られた。実質的な協力期間が短い中で困難な面もあったと思

うが、プロジェクトの最終段階で緑化部分の事業の少なさが指摘されたことからも、今

後同種のプロジェクトを実施する際には、モデルのコンセプトや上位目標の達成方法を

常に念頭においたプロジェクト展開が望まれる。  
【教訓２】上位目標がより広範な地域に普及していく計画であれば、プロジェク

ト期間中においても対象地域全体の現状及び他のプロジェクトの状況

を十分に踏まえて、他ドナー等との意見交換を通じ、「モデル」の完成

度を上げることが望ましい。  
 
更にマスタープランについて、ネパール政府の強い要請により、上位目標が「貧困緩

和」が盛り込まれた経緯があるが、因果関係が不明確なためロジックモデルが明確にさ

れなかったことや現実問題として協力期間内に適正な指標が得にくい、等の理由から、

評価が困難であった。上位目標には、プロジェクト目標達成度から、その貢献度がわか

る指標を設定することが肝要である。今後同種の問題生じた場合には、マスタープラン

でなく、プロジェクトドキュメントなど別の形で明確にするべきであろう。  
【教訓３】上位目標設定にあたっては、プロジェクト目標の達成度からその貢献

度がわかり、指標が設定可能なものとすべき（上位目標とプロジェクト

目標が乖離しないこと）  
 

以上  
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